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序     文 
 
 

日本国政府は、コンゴ民主共和国政府の要請に基づき「コンゴ民主共和国持続可能な森林経営

及び REDD＋のための国家森林インベントリー整備支援プロジェクト」の実施を決定し、これを

受け、国際協力機構は 2012 年 10 月 22 日から 11 月 11 日まで詳細計画策定調査団を同国に派遣し

ました。 

調査団は、この開発計画調査型技術協力プロジェクトの実施に向けた関連情報の収集、コンゴ

民主共和国政府関係者との協議・調整等を行いました。本報告書は同調査の調査結果を取りまと

めたものであり、今後のプロジェクト検討にあたって広く活用されることを願うものであります。

また、ここに調査に当たられた団員各氏、ご協力いただいた両国関係者の皆様に、心から感謝の

意を表します。 

 

平成 24 年 3 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

地球環境部長  江島 真也 
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写     真 

  

MECNT 概観 MECNT との協議 

 

  

MECNT との協議 M/M 署名 

 

  

道路沿いに森林減少が進行 高級家具材・内装材用に輸出される 

 ウェンゲの伐採 
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事業事前評価表（開発計画調査型技術協力） 

作成日：平成２４年２月１０日 

担当部署：地球環境部 

森林・自然環境グループ 

森林・自然環境保全第二課 

１．案件名 

国名：コンゴ民主共和国 

案件名： 

持続可能な森林経営及び REDD プラス促進1のための国家森林モニタリング強化プロジェク

ト2 

The Project for Strengthening National Forest Resources Monitoring System for 

Promoting Sustainable Forest Management and REDD+ in the Democratic Republic of the 

Congo 

２．協力概要 

（１）事業の目的 

本プロジェクトは、コンゴ民主共和国（以下「コンゴ民」）において国家森林資源インベ

ントリー3システムを構築し、システムの運用計画を策定することと、これに関するコンゴ

民政府職員の能力を強化することを目的とする。具体的には、①衛星画像を活用したバン

ドゥンドゥ州（29.5 百万 ha）（パイロット州）の森林基盤図作成、②森林資源インベント

リーの地上調査手法と手順の開発、③森林資源データベースの構築、④森林資源インベン

トリーシステムの構築と運用計画の策定を行う。 

プロジェクト終了後、コンゴ民政府は、策定された国家森林資源インベントリーシステ

ムの運営計画に基づき適切に森林資源モニタリングを実施する。さらに、森林資源モニタ

リング実施により得られた情報に基づき、持続的森林管理が実施されるとともに、REDD プ

ラスが促進されることが期待される。 

 

（２）調査期間  2012 年 4 月から 2015 年 3 月（36 か月） 

 

（３）総調査費用 3.0 億円 

 

（４）協力相手先機関  環境自然保護観光省 

（Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme） 

 

                                                  
1 REDD プラス（レッドプラス）とは、国連気候変動枠組条約締結国が議論している地球温暖化対策のためのスキ

ームであり、森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出削減や、森林保護や持続的森林管理による温室効果

ガスの吸収について、経済的利益の付与により促進する取り組みである。 
2 要請時の案件名「(和) 持続可能な森林経営及び REDD プラスのための国家森林インベントリー整備プロジェク

ト：(英) Project of assistance to the National Forest Inventory for the sustainable forest management 

to improve the living condition of local population and the diversity」から変更予定。 
3 インベントリーとは、ある地域に生息する生物の総種数の目録（データベース）、あるいは目録を製作するため

の調査プロジェクトを指し、インベントリーシステムとはこのデータベースの検索、閲覧、更新などの機能を含

むシステムを指す。 
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（５）計画の対象（対象分野、対象規模等） 

 対象分野：持続可能な森林管理 

 対象地域：キンシャサ市  （プロジェクト拠点） 

バンドゥンドゥ州（パイロット州） 

全国（森林資源データベース及び森林資源インベントリーシステムの構築） 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１）現状及び問題点 

コンゴ河流域はアマゾンに次ぎ世界で 2 番目に大きな熱帯雨林地域であるが、世界自然

保護基金（WWF）によれば、現状のままでは乱開発等により 2040 年までに森林の約 7 割が

消滅する恐れがあると予測されており、保全のための努力が急務となっている。当該地域

の森林保全は地球規模の課題であり、JICA としても当該地域の適正な森林管理を担う地域

国際機関である中央アフリカ森林協議会（COMIFAC）に対して政策アドバイザーを派遣する

等、コンゴ河流域地域の森林保全に対する重点的な取り組みを開始したところである。 

 コンゴ民はこのコンゴ河流域に位置し、コンゴ河流域諸国の中でも最大の森林面積（155

百万 ha、世界の森林の約 4パーセント）を有しているが、1990 年からの内政の混乱から国

際紛争へ発展する等不安定な情勢が続き、2001 年に就任したジョゼフ・カビラ大統領は国

民対話の推進、近隣国・欧米との関係改善、経済自由化政策を推進しているものの紛争後

の安定に向けては引き続き厳しい情勢が続いている。このような状況の中、コンゴ河流域

最大の森林面積を有する同国の森林減少・劣化は、違法伐採を含む商業伐採や鉱山開発等

がその原因とされ、年間約 30 万 ha 以上の森林が失われているとも言われており、大きな

懸案となっている。このような状況に対応すべく、コンゴ民政府は世銀等の支援を受け「国

家森林自然保護計画（PNFoCo）」を推進し、木材企業や地域住民の協力も得た参加型森林管

理を志向しているが、ポスト紛争国である同国政府の予算・能力は極めて限定され、森林

管理の基礎情報となる森林インベントリーについても、1970～80 年代にカナダによる協力

のもと、約 20 百万 ha の整備実績があるもののその後の政治的な混乱もあり、更新されず

大半が紛失している。 

 また、気候変動対策の観点から、森林減少・劣化を抑制し森林の保護と持続的管理を推

進することにより温室効果ガスの排出抑制・吸収を進めることが重要であるとの認識が国

際的に高まり、京都議定書に続く気候変動対策にかかる国際的枠組みには REDD プラスを導

入する方向で議論が進んでいるが、同制度の実施には国全体の森林資源把握に加え生物多

様性の情報も含む「国家森林インベントリー」の構築が前提となる。かかる状況のもと、

コンゴ民は、2010 年 7 月にアフリカ初の REDD 準備計画（R-PP）を完成し、2012 年末を目

途に国家戦略策定を進めるなど REDD プラス導入に極めて積極的であり、国際機関等もこれ

に対する様々な支援を実施・検討中だが、広大なコンゴ民の森林のインベントリー構築を

進めるための、衛星画像の判読、地上調査システムの設計、データベースの設計にかかる

技術・能力を有しておらず、また国家森林インベントリーにかかる運用計画も策定されて

いない。 

このような状況のもと、JICA では 2010 年 8 月に基礎情報収集調査を実施、本分野への協

力の必要性を確認するとともに、コンゴ民政府の日本への協力の要請意志を確認した。 
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以上の状況を踏まえ、本プロジェクトはコンゴ民の熱帯雨林の多くが広がる北西部 3 州

のうち、最も土地利用が進むバンドゥンドゥ州においてモデル的に森林基盤図作成や地上

調査を実施しつつ、全国を対象とした国家森林資源インベントリーシステムの構築を図り、

併せて環境自然保護観光省（MECNT）及び関係機関の能力強化のための技術移転を行うもの

である。 

 

（２）相手国政府国家政策上の位置づけ 

コンゴ民においては国家森林インベントリーシステムの構築にかかる政策は策定されてい

ないが、2002 年に策定されたコンゴ民の森林に関わる法的な枠組みである“森林法”によ

り、すべての森林は国有林であり、また国有林における事業実施にあたっては森林資源イ

ンベントリーの作成を前提とすることを定めており、国家として森林資源インベントリー

システムの構築を必要としていることが明らかな状況にある。なお、2011 年 6 月には同森

林法を実現するため、「環境・森林・水資源・生物多様性に関わる国家計画（PNEFEB）」が

策定され、その中で優先すべき課題の一つとして持続的な森林経営のために森林管理計画

の策定が示され、その基礎データとなる森林資源インベントリーの強化は不可欠となって

いる。また REDD プラスについても、本計画の中で重要な戦略の一つとして位置づけられて

いる。 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性 

 膨大な面積の熱帯林を有するコンゴ民においては、既にフランス開発公社（AFD）・国際

熱帯木材機関（ITTO）・ドイツ国際協力公社（GIZ）など多数の機関が森林経営/森林資源モ

ニタリング等に関わる様々な形のサポートを提供しており、今後も WWF が新たなプロジェ

クトを開始予定である。本プロジェクトは国家レベルの森林インベントリーシステムの構

築を目的としていることから、これら様々な機関が森林にかかるデータ収集・分析活動を

開始する段階で、本プロジェクトとデータの互換性が確立されるよう調整を行うことによ

り、本プロジェクトで構築する国家森林インベントリーシステムにおいてこれらのデータ

が有効活用されることが期待できる。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 

我が国は 2008 年に横浜で開催された第 4回アフリカ開発会議（TICAD Ⅳ）で、各国の環

境・気候変動分野での取り組みを支援することを表明している。また気候変動枠組条約の

加盟国として、温室効果ガスの排出削減に取り組む開発途上国に対し技術協力を含む 2 国

間援助を実施・強化してきている。 

かかる状況のもと、我が国は既に環境プログラム無償資金協力「森林保全計画」（2009 年）

においてコンゴ民に対し、森林モニタリング機材、衛星画像等の機材及びリモートセンシ

ング等にかかる基礎的な技術支援を提供することを決定している。本プロジェクトはこの

無償資金協力により導入される機材等を有効に活用して、コンゴ民の環境・気候変動分野

の取り組みを支援することを目的とする。 
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４．協力の枠組み 

（１）調査項目 

ア.バンドゥンドゥ州の森林基盤図作成 

（ア）森林タイプ区分を検討する 

（イ） 衛星画像の予備判読を行い地上調査にて得たデータとの照合、分析を行う 

（ウ） 森林基盤図を作成する 

（エ） 上記に関する能力向上のための研修を実施する 

 

イ.森林資源インベントリーの地上調査手法と手順の開発 

 （ア）地上調査に必要な情報を収集・分析し調査手法及び手順を策定する 

（イ） 策定した手順に基づき、バンドゥンドゥ州において地上調査を実施する 

（ウ） 上記に関する能力向上のための研修を実施する 

 

ウ.森林資源データベースの構築 

（ア）上記イ.（イ）にて得たデータを用い、全国の森林資源データベースの設計・機能

確認を行い、データベースを完成する 

（イ） 上記に関する能力向上のための研修を実施する 

 

エ. 森林資源インベントリーシステムの構築と運用計画の策定 

（ア）国家森林資源インベントリーシステムを設計、構築する 

（イ）国家森林資源インベントリーシステムの運用・レビューを通し、国家森林資源イ

ンベントリーシステムと運用計画を作成する 

 

（２）アウトプット（成果） 

ア．バンドゥンドゥ州（パイロット州）の森林基盤図が作成される 

イ．国家森林資源インベントリーの地上調査手法と手順が開発される 

ウ．国家森林資源データベースが構築される 

エ．国家森林資源インベントリーシステムが構築され、その運用計画が策定される 

 

（３）インプット（投入）：以下の投入による調査の実施 

(a) コンサルタント（分野） 

ア.総括 

イ.リモートセンシング 

ウ.森林 GIS／データベース 

エ.森林インベントリー 

オ.業務調整 

(b) その他 研修員受入れ 

本邦研修 2～3 名/年 程度 
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（４）プロジェクト実施上の留意点 

治安情勢への対応：コンゴ民では、1990 年から不安定な情勢が続く中、2011 年 11 月に

行われた大統領・国民議会選挙の結果に対し野党による抗議活動が活発化し、死傷者が出

る事態が発生した。現在のところそれ以上の大きな混乱はなく推移しているが、2013 年ま

で継続する地方選挙も含めた一連の選挙プロセスにより、本プロジェクトにおいて専門家

の活動が予定されるキンシャサ及びバンドゥンドゥ州についても安全確保に十分な注意を

必要とする状況にある。 

本プロジェクトでは協力期間中、活動対象地域において専門家の治安を確保するため、JICA

事務所と綿密な連絡体制を維持し、緊急の事態に備えるとともに、特に現地地上調査を行

うバンドゥンドゥ州においては宿泊施設や専門家滞在期間・人数の制限、衛星電話やイン

ターネット体制の構築等の安全情報網の確保、コンボイを組んでの車両編成や車両整備、

優秀な運転手の確保、カウンターパートの同行等の移動時の安全の確保など、十分な安全

対策を講じることにより可能な限り専門家の安全を確保することとする。 

 

５．協力終了後に達成が期待される目標 

（１）提案計画の活用目標 

策定された国家森林資源インベントリーシステム運営計画に基づき、森林資源が適切に

モニタリングされる。 

（２）活用による達成目標 

森林資源モニタリング実施により得られた情報に基づき、コンゴ民全土において持続的

森林経営が実施されるとともに、REDD プラスが促進される。 

 

６．外部要因 

（１）協力相手国内の事情 

前述の通りコンゴ民については治安状況が不安定であり、専門家の活動が可能なレベル

の治安が確保されることが、協力の継続実施の前提となる。安全確保が困難な状況と判断

された場合、速やかに対象地域、期間、派遣計画などを見直すこととする。 

（２）関連プロジェクトの遅れ 

本プロジェクトは、環境プログラム無償資金協力「森林保全計画」により供与される資

機材及びソフトコンポーネント支援による人材育成の成果を活用して実施するものである

が、環境プログラム無償案件による資機材供与と人材育成が大幅に遅れた場合、本プロジ

ェクトにおいてもこれに合わせた形に活動スケジュールを調整する。 

 

７．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

（１）  貧困・ジェンダーへの配慮 

特に無し。 

 

（２） 環境社会配慮 

 本プロジェクトは環境カテゴリ Cであり、環境に対する負の影響は特に予想されない。 
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８．過去の類似案件からの教訓の活用 

気候変動対策を視野に入れた森林資源モニタリング支援はJICAとしては比較的新しい取

り組みであり多くの教訓は得られていないが、本件と類似したコンセプトを有する 2011 年

3 月に開始した「パプアニューギニア国気候変動対策のための森林資源モニタリングに関す

る能力向上プロジェクト」においては、森林資源モニタリングの実施機関のみならず気候

変動対策にかかる調整機関もプロジェクトの合同調整委員会のメンバーに含め、当該国の

気候変動対策における森林資源インベントリーの位置づけの明確化を図っている。これを

教訓としつつ、気候変動対策にかかるステークホルダーが極めて多いコンゴ民の状況に鑑

み、本プロジェクトにおいては多くの気候変動対策関連機関を合同調整委員会のメンバー

としてプロジェクトの枠組みに取り組むこととしている。 

 

９．今後の評価計画 

（１）事後評価に用いる指標 

（ａ）活用の進捗度 

国家森林資源インベントリーシステム運用計画に基づき、バンドゥンドゥ州を含めた全

国の森林資源インベントリーが継続的に更新される。 

 

（ｂ）活用による達成目標の指標 

 ア.森林インベントリーデータに基づき、国家の森林管理計画が策定・改定される。 

 イ．気候変動対策として、森林減少・劣化の抑制による温室効果ガス排出の削減及び

持続的森林管理による吸収量の増大(REDD プラス)が図られる。 

 

（２）上記（ａ）および（ｂ）を評価する方法および時期 

必要に応じて調査終了後 3年以降に評価を実施 

 

 



 

第１章 要請の背景及び調査概要 

１－１ 要請の背景 

アフリカ中央部のコンゴ河流域地域にはアマゾンに次いで世界 2 位の面積を持つ熱帯雨林が広

がっており、炭素の吸収源として気候変動対策の観点からも、その重要性が高く認められている。

しかしながらこの広大な森林が様々な人為的活動により急激に減少する危険性が昨今指摘されて

おり、世界自然保護基金（WWF）により、現状のままでは 2040 年までに約 7 割が消滅するとの

予測もなされている。当該地域の森林保全は世界的な課題であり、JICA としても、当該地域の適

正な森林管理を担う地域国際機関である中央アフリカ森林協議会（COMIFAC）に対して政策ア

ドバイザーを派遣する等、コンゴ河流域地域の森林保全に対する重点的な取り組みを開始したと

ころである。 

 コンゴ河流域諸国の中でも最大の森林面積（155 百万 ha、世界の森林の約 4 パーセント）を誇

るコンゴ民主共和国においても森林の減少・劣化は大きな課題であり、年間約 30 万 ha 以上の森

林が失われているとも言われ、違法伐採を含む商業伐採や鉱山開発等がその原因として挙げられ

ている。コンゴ民主共和国政府は世界銀行等の支援を受け「国家森林自然保護計画（PNFoCo）」

を推進し、木材企業や地域住民の協力も得た参加型森林管理を志向しているが、ポスト紛争国で

ある同国政府の予算・能力は極めて限定され、森林管理の基礎情報となる森林インベントリーに

ついても、1970～80 年代に約 20 百万 ha の整備実績があるものの、更新されず大半が紛失してい

る。 

 一方、気候変動枠組条約締約国会議では、森林減少劣化に加え再生、保全も評価対象とする開

発途上国における森林減少・劣化等による温室効果ガス排出量の削減(REDD+)が検討され、同制

度実施には国全体の森林資源把握情報をまとめた「国家森林インベントリー」構築が前提となる。

コンゴ民主共和国は 2010 年 7 月にアフリカ初の REDD 準備計画（R-PP）を完成し、2012 年末を

目途に国家戦略策定を進めるなど REDD+導入に極めて積極的であり、国際機関等も支援を実施/

検討中だが、広大なコンゴ民主共和国森林のインベントリー構築の資金・支援は不十分である。 

 かかる状況のもと、コンゴ民主共和国政府は我が国に対し、｢コンゴ民主共和国持続可能な森林

経営及び REDD＋のための国家森林インベントリー整備支援プロジェクト｣(以下｢プロジェク

ト｣)を我が国に対して要請した。 

要請されたプロジェクトはコンゴ民主共和国の持続的森林経営推進に寄与し REDD+導入の前

提となる「国家森林インベントリー」構築を支援するものであり、熱帯雨林の多くが広がるコン

ゴ民主共和国北西部 3 州（バンドゥンドゥ州、赤道州、オリエンタル州）の内、最も土地利用が

進むバンドゥンドゥ州のインベントリー整備並びに環境自然保護観光省（MECNT）及び関係機

関の人材育成に取り組むものである。 
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１－２ 調査目的 

本調査は、現地調査及びコンゴ民主共和国関係機関との協議を通じて、要請内容を踏まえ、評

価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性）に沿って内容を評価した上で先

方政府のニーズ及び実施体制に即した妥当性のある協力計画を策定し、その内容についてコンゴ

民主共和国側と合意文書を交わすことを目的として実施された。なおコンゴ民主共和国に対して

は、本プロジェクトの他に我が国の 2009 年度補正予算による環境プログラム無償資金協力(森林

保全計画)の対象国となっており、衛星データを含めた森林インベントリー整備に必要な機材の供

与が計画されているため、本調査は環境プログラム無償資金協力による機材等の有効活用に十分

留意して実施された。 

１－３ 調査団構成 

  団員 担当業務 所属 期間 

1 宮薗 浩樹 総括 JICA 国際協力専門員 10/22-11/4 

2 葛西 里沙 地域協力 
中央アフリカ森林協議会（COMIFAC）派遣森

林生態系保全分野専門家 
10/23-11/3 

3 中西 平 
リモートセン

シング/GIS 
国際航業株式会社 10/22-11/11 

4 久保 英之 評価分析 グローバル・リンク・マネジメント株式会社 10/22-11/11 
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１－４ 調査日程 

　日付 場所 総括 リモートセンシング・GIS、評価分析 地域協力

am

pm

am ヤウンデ→

pm キンシャサ

am キンシャサ

pm 〃

am 〃

pm 〃

am 〃

pm 〃

am 〃

pm 〃

am 〃

pm 〃

am 〃

pm 〃

am 〃

pm 〃

am 〃

pm 〃

am 〃

pm 〃 キンシャサ発

am 〃

pm 〃
11/2 (水）

キンシャサ→

10/31 (月）

11/1 (火）

MECNTとのミニッツ・R/Dドラフトにかかる協議

　　　　　　　　　〃

当地関係者を集めたセミナー（JICAプロジェクトにかかる意見交換）

MECNTとのミニッツ署名

JICA、大使館への調査結果報告

10/29 (土）

10/30 (日）

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

　　　　　　　　　〃

10/27 (木）

10/28 (金）

OSFAC訪問、OFAC訪問

GIZ訪問、UNREDDコーディネーター訪問

OFAC訪問

資料整理・団内打ち合わせ

10/25 (火）

10/26 (水）

MECNTとの協議

　　〃

MECNT森林インベントリー整備局（DIAF）とのR/Dドラフトにかかる協議

　　〃

10/24 (月）
JICA事務所打合せ、大使館打合せ

環境自然保護観光省（MECNT)大臣表敬、MECNTとの協議

10/22 (土）
東京→ 

10/23 (日）
パリ→

キンシャサ

                               

am 〃 ブリュッセル→ 関連省庁、ドナー等訪問、追加情報収集

pm 〃 パリ→ 　　　　　　　　　〃

am 〃 東京 関連省庁、ドナー等訪問、追加情報収集

pm 〃 　　　　　　　　　〃

am 〃 資料整理

pm 〃 　　　　　　　　　〃

am 〃 資料整理

pm 〃 　　　　　　　　　〃

am 〃 関連省庁、ドナー等訪問、追加情報収集

pm 〃 　　　　　　　　　〃

am 〃 関連省庁、ドナー等訪問、追加情報収集

pm 〃 　　　　　　　　　〃

am 〃 JICA、大使館への追加調査結果報告

pm キンシャッサ→

am ブリュッセル→

pm パリ→

am 東京

pm

11/8 (火）

11/9 (水）

11/10 (木）

11/11 (金）

11/3 (木）

11/4 (金）

11/5 (土）

11/6 (日）

11/7 (月）
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１－５ 主要面談者 

(1) 環境自然保護観光省（MECNT） 

Mr. Jose E. B. Endundo MECNT 大臣 

Mr. Desire Luhahi Niama 官房長 

Mr. Sebastien Malele Mbala 森林インベントリー･整備局（DIAF）局長 

Mr. Jose Ilanga Lofonga 調査計画局（DEP）局長 

Mr. Vncent Kasulu Seya Makonga 持続的開発局（DDD）局長 

Mr. Christophe Musampa DIAF 地理情報課 課長 

 

(2) ドナー・国際機関 

Mr. Ueli Muller GIZ, Programme co-ordinator Biodiversity and Forests 

Mr. Andreas Schleenbaeker GIZ, Technical Advisor Forestry 

Ms. Toni Lyn Morelli US Forest Service 

Mr. Jim Alegria US Forest Service 

Mr. Charles Chip Scott US Forest Service 

Mr. Douglas Muchoney, PhD US Geological Survey 

Mr. Carlos de Wasseige, PhD OFAC 

Mr. Francois Hiol Hiol OFAC 

Mr. Patrick Lola Amani Kuburhanwa OSFAC 

Mr. Andre Mazinga OSFAC 

Mr. Fabien MONTEILS UN-REDD, Chief Technical Advisor 

Mr. Bruno Guay UN-REDD, Technical Advisor 

Mr. Roger Mambeta Ndona WRI 

Mr. Bruno Perodeau WWF 

Mr. Floribert Botamba Esombo WWF 

Mr. Baudouin Michel ERAIFT, Director 

 

(3) 日本大使館 

池田 潔彦 一等書記官 

 

(4) JICA 事務所 

米崎 英朗 所長 

吉水 潤 事務所員 

朝倉 恵里子 企画調査員 

Mr. Olivier Diemby Clerk 
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第２章 調査結果概要 

 

 本調査ではコンゴ民主共和国関係機関との協議を通じて、プロジェクトの基本計画、協力内容、

実施体制等について最終的にコンゴ民主共和国側と合意し、それらの内容を網羅した討議議事録

(R/D)案を含む協議議事録（M/M）を 2011 年 11 月 1 日に調査団総括と MECNT 森林インベントリ

ー整備局長（Sebastian MALELE MBALA 氏）との間で署名・交換した。その概要は以下のとおり

である。 

 

(1) プロジェクトの目的 

持続可能な森林経営の推進及び REDD＋のため、森林の現状及び変化等を的確に把握するた

めの国家森林資源モニタリング体制を整備。 

 

(2) 期待される成果 

① 衛星リモセンの活用及び地上調査によりバンドゥンドゥ州（パイロット州として）の森林

基盤図を作成。 

② 国家森林資源インベントリーのための地上調査の実施手法を開発。 

③ 国家森林資源インベントリーのデータベースを構築。 

④ 国家森林資源インベントリーシステムの構築及びその運用計画を策定。 

 

(3) 主な活動内容 

① 衛星リモセンの活用及び地上調査によりバンドゥンドゥ州（パイロット州として）の森林

基盤図を作成。 

・森林タイプの分類に関する検討 

・衛星画像の解析及び解析結果の現地確認 

・森林基盤図の作成 

・能力強化のための訓練 

② 国家森林資源インベントリーのための地上調査の実施手法を開発。 

・地上調査に必要な情報の収集・分析 

・上記に基づく地上調査実施手法の開発 

・開発された手法によるバンドゥンドゥ州での地上調査の実施 

・能力強化のための訓練 

③ 国家森林資源インベントリーのデータベースを構築。 

・森林資源データベースの設計 

・データの試行的入出力によるデータベースの機能確認 

・データベースの改良・完成 

・能力強化のための訓練 

④ 国家森林資源インベントリーシステムの構築及びその運用計画を策定。 

・テクニカルワーキンググループによる国家森林資源インベントリーシステムの設計指

針と活用目的の検討 
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・国家森林インベントリーシステムの設計 

・国家森林インベントリーシステムの運営計画の策定 

 

(4) カウンターパート(C/P)機関 

中心となる C/P 機関は MECNT の森林インベントリー整備局（DIAF）。 

 

(5) プロジェクト期間 

   3 年間 

 

(6) プロジェクト名の変更 

   プロジェクトの目的、活動内容等を踏まえ、プロジェクト名を、以下の通り変更する。 

① 要請時 

英：The Project of Assistance to the National Forest Inventory for the Sustainable Forest Management to 

Improve the Living conditions of Local Population and the Biodiversity 

仏：Project d’appui a l’inventaire forestier national pour une gestion durable des forets et REDD＋en vue 

d’ameliorer les conditons de vie des populations locales et la biodiversite 

和：持続可能な森林経営及び REDD＋のための国家森林インベントリー整備支援プロジェクト 

 

② 変更後 

英：The Project for Strengthening National Forest Resources Monitoring System for Promoting Sustainable 

Forest Management and REDD+ in the Democratic Republic of the Congo 

仏：Projet de Renforcement du système national de monitoring des ressources forestières pour la promotion 

de la gestion durable de la forêt et REDD+ en République Démocratique du Congo 

和：持続可能な森林経営及び REDD プラス促進のための国家森林モニタリングシステム強化プロ

ジェクト 

 

 また調査を通じて明らかとなった重要事項は以下のとおりである。 

 

(1)  コンゴ民主共和国政府内の体制 

今回の調査では、コンゴ民主共和国関係政府機関との協議を通じて、同国における REDD＋

の取組みに対する強い意欲とともに、本プロジェクトに対する高い期待が再確認された。特に、

プロジェクトの期待される成果、成果達成のために必要な活動内容及びその手順等について詳

細に検討を行ったことで、調査団及び先方関係者との間で、本プロジェクトに対する具体的イ

メージを共有することができたことは有意義であった。 

しかしながら一方では、プロジェクトの C/P 機関となる DIAF の体制が極めて脆弱であるこ

とも再確認されたところであり、広大な森林面積に係るインベントリーを整備していくために

は、相当の体制強化とともに職員のキャパビルが急務となっている。特に、本プロジェクト実

施において DIAF 内で中心となって活動を統括するのは森林インベントリー課長と地図情報課

長であるが、それらの者が遠くない将来に退職する可能性があることも考慮すると、プロジェ
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クトにおいては、その後を担う若手の人材育成を常に意識して活動を実施していくことが重要

である。 

加えて、現場での地上調査においては、地方部局が重要な役割を担うことから、それら関係

者のキャパビルをどう図っていくかも課題である。 

 

(2) 関連機関等との連携・調整 

コンゴ民主共和国は、世界銀行（森林炭素パートナーシップ；FCPF）、UN-REDD の支援に

より国家レベルで REDD＋を推進していくための戦略を取りまとめた R-PP を作成し、その実

施に取り組んでいるところである。また、世界銀行の進めている Climate Investment Fund の一

つである Forest Investment Program (FIP)のパイロット国にも選ばれるなどアフリカ諸国の中で

は最も手厚いマルチのドナー支援を受けている（日本政府は、それら 3 つのスキームに対して

拠出しているところ）。 

その中で、本プロジェクトのスコープである MRV（モニタリング、報告、検証）について

は、UN-REDD の中では国際連合食糧農業機関(FAO)が中心となっており、2011 年 6 月に確認

した時点では、資金ディスバースの遅れ、実施計画の内容見直しの必要性などから、具体的な

取組みは遅れ気味であったが、現在もその状況は改善されていない。当初 2011 年 8 月にはコン

サルタントを DIAF に配置するとのことであったが、今次調査で面談した UN-REDD 担当者に

よれば、2012 年 2 月頃に配置予定とのことであった。 

また、今回の調査において、米国の支援する中央アフリカ地球環境プログラム(CARPE)プロ

グラムの下で米国森林局から DIAF に派遣されているコンサルタントと意見交換を行ったが、

その現時点での活動計画案には本プロジェクトと活動内容が若干重複するものも含まれている。 

以上のように、コンゴ民主共和国における MRV 関連については、国際機関や NGO 等多様な

プレーヤーが存在することから、それら関係者間の調整はドナー主導でなく DIAF 側が中心と

なって行う必要があることを指摘し先方もそれを了解したところであるが、プロジェクト開始

後もそれら調整が必要な場面が多々あることが想定されることから、プロジェクト関係者は常

にアンテナを高くして情報収集に努めながら業務を遂行していくことが必要である。 

 

(3) 環境プログラム無償資金協力について 

我が国の 2009 年度補正予算による環境プログラム無償資金協力（森林保全計計画）（詳細は

第３章３－４－１参照）の予定は、現在のところ資機材の調達が 2012 年 2 月開始、ソフトコン

ポーネントの技術支援が 3～4 月頃開始となっていることから、それらの活動と技術協力プロジ

ェクトを継ぎ目なく実施することで相乗効果を最大限発揮していくためにも、双方のスケジュ

ールについて今後とも関係者間で十分に連絡調整を図っていくことが不可欠である。 

 

(4) 安全対策 

特にフィールド調査について、専門家の安全確保が重要な課題となるところ、安全にかかる

情報を事前十分に収集の上、調査実施場所、期間等を慎重に決定し、またコンゴ民主共和国側

の十分な協力も得て安全対策措置を実施することが重要である。 
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(5) 今後の対応 

プロジェクト開始は現時点で 2012 年 4 月頃の見込みであるが、REDD+に関する国際的な動

きは極めて早いことから、コンゴ民主共和国においてもそれまでに何らかの動きがあることも

予想される。このため、プロジェクト開始までの間もコンゴ民主共和国側及び FAO など他関連

機関等との情報交換・意見交換を、状況に応じて COMIFAC に派遣中の JICA 専門家の協力も

得つつ継続的に実施していくことが必要である。 
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第３章 プロジェクト実施の背景 

３－１ コンゴ河流域地域及びコンゴ民主共和国の森林の現況 

３－１－１ コンゴ河流域地域の森林の現況 

カメルーン、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国、ガボン、赤道ギニアの

6 カ国では、2005 年現在で国土面積が 4,048,470km2、総人口は 8,611 万人であり、人口密度は 1

平方キロメートル当たり 21.3 人である。2000 年から 2005 年にかけての人口増加率は年 2.87%と

なっている。2008 年時点では、6 カ国での密林面積（低地林、山地林、湿地林、マングローブ）

は合わせて 161,987,859ha、サバンナ林は計 58,801,104ha、密生落葉樹林（ミオンボ林）は計

30,480,795ha、人工林は計 37,012,284ha、その他植生は計 104,130,549ha、耕作地は計 6,867,774ha

となっている。こうした数値から、人工林を含む森林率は 6 カ国で 72.2%、密林・疎林を含む天

然林率は 62.9%となっている。1990 年から 2000 年にかけての年平均森林減少率は 0.16％、森林

劣化率は 0.15％、再生率は 0.06％である。このうち、最も森林減少率が高いのは、人口密度が最

も高いコンゴ民主共和国である（年平均 0.26％）、この国も含めて、焼畑移動耕作が当地域にお

ける森林破壊の主因となっており、人口増大に伴う農地拡大が森林への圧力を高めつつある。し

かしながら、コンゴ盆地における森林減少率は、熱帯雨林地域ではまだ比較的低い数字にとどま

っている。他方、サバンナ林地域では人口密度が比較的高く農地開発がより盛んなため減少率も

より高くなっている。また、都市部周辺での森林破壊も増えつつある。 

2008 年時点で、国際自然保護連合(IUCN)区分 I から VI に相当する保護区の面積は 6 カ国合わ

せて 341 カ所計 57,104,003ha で、国土面積のおよそ 14％である。この数値には、IUCN 保全区分

第 6 種に相当する共同管理区域や狩猟区域も含まれており（153 カ所、19.4 百万 ha）。国立公園

は合わせて 46 カ所、18,794,635ha であり、またコンゴ盆地しか生息していない霊長類のボノボや

希少種の蝶のほか、ゴリラ、ヒョウ、オサガメ、オカピ、カバ、ゾウなど希少動物が数多く生息

する。 

コンゴ盆地における生産用林木樹種には、以下のようなものがある。 

Okoumé (Aucoumea klaineana)、Sapelli (Entandrophragma cylindricum)、Ayous (Triplochiton 

scleroxylon)、Ozouga (Sacoglottis gabonensis)、Angoa (Erismadelphus exsul)、Tali (Erythrophleum 

suaveolens)、Iroko (Chlorophora excelsa)、Wengé (Millettia Laurentii)、Azobé (Lophira alata)、Ozigo 

(Dacryodes buettneri)、Ilomba (Pycnanthus angolensis)、Sipo (Entandrophagme utile)、Bossé (Guarea sp.)、

Movingui (Distemonanthus benthamianus)、Afromosia  (Pericopsus elata)、Okan (Cylicodiscus 

gabunensis) 

2006 年時点で、森林開発に割り当てられている区域は全面積の 15％、湿潤林区域の 32％であ

った。2007 年における 6 カ国における公認の林業部門による木材（丸太）生産量は 8,350,701m3

であり、ガボン、カメルーンで生産量が高くなっている。最も生産量の低い国はコンゴ民主共和

国である。コンゴ盆地では 50 種以上の林木が伐採されているが、そのうち良く知られており市場

で頻繁に取引されているのは 10 種程度である。上記樹種のうち最も盛んに利用されているのは

okouméで、中央アフリカにおける木材生産量の32％以上を占めている。次いで利用の多いSapelli、

Ayous を加えると、全生産量の約 6 割に達する。市場や技術の不足により、利用可能な樹種には
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まだ限りがある。域内には 225 カ所の木材加工工場が記録されており、その 8 割以上（177 カ所）

は製材所である。 

選定プロットにおける近年の地上バイオマス調査、森林インベントリーデータ、および地理情

報システム(GIS)モデルなどを用いて 2008 年に試算した結果、コンゴ盆地計 4,048,470km2におけ

る炭素蓄積量は全体で約 46 億トンと推計されている。そのうち、全領土面積の 35％に当たる低

地湿潤密林が当地域の炭素蓄積量の 60％を占めている。 

 

３－１－２ コンゴ民主共和国の森林の状況 

コンゴ民主共和国の森林面積は約 155 百万 ha（世界の森林の約 4％）で、そのうちの 99 百万

ha は湿潤の密林となっている。人口については高い伸びを示しており、2005 年は 59 百万人だっ

た人口が、2010 年には 69 百万人、2020 年には 93 百万人に達すると予想されている。特に国の東

部（ブルンジ、ルワンダ国境）、南西部及びキンシャサに人口が集中しており、森林資源への依

存も高い。年平均劣化率は 0.26％と報告されている。森林減少の主な理由は、薪を収穫するため

の伐採、商業伐採、鉱物資源の開拓する際の伐採、違法伐採、そして狩猟・牧畜である。 

下表に 2008 年時点でのコンゴ民主共和国の主な植生タイプを示す。国土の 67%が森林で覆わ

れている。  

 

 

植生区分 面積（ha） 比率(%) 

低地密林（900m 未満） 83,761,542 0.62

亜山地林（900-1,500m） 5,995,494 0.04

山地林（1,500m 以上） 955,071 0.007

湿地林 8,200,098 0.061

マングローブ 0 0

上記密林合計 98,912,205 0.74

人工林モザイク 21,144,384 0,16

サバンナ林モザイク 28,592,334 0.21

密生落葉林（ミオンボ林） 28,023,714 0.20

その他植生 50,825,421 0.38

耕作地 825,390 0.006

その他の土地利用（都市、村落、工業用地など） 4,613,904 0.03

計 232,937,352   

出展：État des Forêts 2008 
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コンゴ民主共和国では主に国の北東部に熱帯林が広がっているが、各州の森林面積及び体積は

以下の通りで、特に赤道州及びオリエンタル州に広大な森林が広がっている。 

 

地域 面積(ha) 体積(m3/ha) 合計体積(m3) 

Bas-Congo 1,705,100 150 255,765,000

Bandundu 11,367,300 250 2,841,825,000

Équateur 38,080,600 250 9,520,150,000

Orientale 36,778,000 250 9,194,500,000

Kasaï-Oriental 9,940,000 200 1,988,000,000

Kasaï-Occidental 3,789,100 200 757,820,000

Nord-Kivu 17,051,000 200 3,410,200,000

出展 FAO. 2010. Evaluation des Ressources Forestière Mondiales.  

 

またコンゴ民主共和国の森林に主に見られる樹種の学名及び一般名称は以下の通り。上位の種

ほど多く見られる。 

 

 学名 一般名称 

1 Gilbertiodendron dewevrei Limbali 

2 Uapaca guineensis Rikio 

3 Scorodophloeus zenkeri Dividq 

4 Annonidium mannii  

5 Prioria oxyphylla (Oxystigma oxyphyllum) Tshitola 

6 Petersianthus macrocarpus Essia 

7 Staudtia stipitata Niove 

8 Prioria balsamifera (Gossweilerodendron balsamiferum) Tola 

9 Polyalthia suaveolens  

10 Pterocarpus soyauxii Padouk 

出展 FAO. 2010. Evaluation des Ressources Forestière Mondiales.  

 

コンゴ民主共和国の森林法によると、森林は国の所有となっており、大きく保全林(classified 

forests)、保護林(protected forests)、生産林(permanent production forests)の 3 つの森林に分けられて

いる。一般的に保全林は自然保護区、国立公園内に位置する森林、動植物園、野生動植物保護区、

狩猟区、生物圏保護区、レクリエーションフォレスト等も含む。これら保全林の管理は一元的に

は森林を管理する省庁（環境自然保護観光省; MECNT）が管理責任を負っているが、場所によっ

ては管理責任が公共団体に委託されている。保護林は保全林に比べて、利用及び伐採規制が弱い。

例えば、保全林では小規模農業の実施も法律により認められており、コミュニティの要望があれ

ば保護林をコミュニティフォレストとして活用することも可能である。また、保護林でのコンセ

ッションも認められる場合があるが、その期間は 25 年を越えないこととなっている。生産林は主
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にコンセッションとして伐採業者が利用しているが、伐採業者は管理計画を作成し、それに沿っ

て生産林を持続的に管理する義務を負っている。 

上記の通り、コンゴ民主共和国の森林は政府が所有しているが、森林によっては地元住民もし

くは伐採業者が管理を行っているところもあり、地元住民は合法的に森林から木材及び非木材生

産物(NWFP)などを利用することができる。ただ、2ha 以上の伐採になると、地元政府からの許可

が必要とされている。また、プランテーションも行われており、下記の通り毎年約 100ha 程度の

割合で増加している。 

 

年 1982 1989 1990 2000 2005 2010 

プランテーション面積（ha） 55,557 55,600 55,700 56,700 57,200 57,700

出展 FAO. 2010. Evaluation des Ressources Forestière Mondiales.  

 

（参考文献） 

1. de Wasseige C., Devers D., de Marcken P., Eba’a Atyi R., Nasi R., et Mayaux Ph (Ed.). 2009. Les Forêts 

du Bassin du Congo : État des Forêts 2008. Office des Publications de l’Union Européenne. Brussel.  

http://www.cbfp.org/bassincongo.html 

2. FAO. Evaluation des Ressources Forestière Mondiales 2010, Rappoart National République 

Démocratique du Congo. 

http://www.fao.org/docrep/013/al490F/al490F.pdf  

3. Ministry of Enviornment, Conservation of Nature and Tourism. 2010. Reddiness Plan for REDD 

2010-2012. 

 

 

３－２ 森林管理にかかる政策・施策・計画 

３－２－１ COMIFAC の基本計画 

COMIFAC においては、1999 年 3 月のヤウンデ宣言にて締結国に対する収束計画（Convergence 

Plan）の策定が合意された。この収束計画は、中央アフリカの森林生態系を持続的に管理するた

め、加盟国が国・地域レベルでの活動を行うための指針として作成された。 

2003 年 10 月には活動の具体的な中身を明確化すべく収束計画が改定され、新たな活動の方向

性を盛り込んだ 10 の戦略機軸に再構成された。各戦略軸は、さらに地域・国レベルでの詳細な戦

略・活動に細分化される。それぞれの活動に対しては成果指標が設けられている。収束計画の概

要は以下のとおりである。 

 

(1) 収束計画の目標 

中央アフリカの国々が、国民の安寧、生物多様性保全、および世界環境保護のために森林資源

を持続的かつ合意された方法で管理するようになる。 
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(2) 全般目的 

中央アフリカの国々が、国民の安寧および地球安定のために当該地域の森林資源ならびに生物多

様性及び生態系を代表する保護区を持続的かつ合意の取れた方法で管理する。 

 

(3) 収束計画の戦略機軸 

① 森林政策・財政政策の調整 

 国際協定・条約の実施 

 森林政策における一貫性の強化 

 財政制度の調整 

② 資源認知 

 森林資源インベントリー（材木、動物、NWFP・薬草） 

 国家・地域観測所強化・設置 

 地理空間的森林資源モニタリング施行 

③ 森林生態系管理および再造林 

 林地編成 

 森林コンセッション地域および保護区管理 

 森林再生・再造林 

 砂漠化対策 

④ 生物多様性保全 

 国家保護区網強化 

 国境をまたぐ保護地帯・区域の共同管理 

 植物遺伝子資源管理 

⑤ 森林資源の持続的活用 

 流通経路の経済的有効利用（木材、動物、NWFP、観光） 

 資源管理・利用モニタリング、監督 

 森林認証、トレーサビリティ 

 森林資源不法利用および密猟への対策 

⑥ 代替活動開発・貧困削減 

 密猟に対する代替活動 

 地域住民への収入創出ミニ・プロジェクト 

⑦ 能力強化、関係者参加、情報、研修 

 関係者の参加・フォーラム 

 住民関与 

 コミュニケーション・情報・普及 

 学術的・専門的研修及び継続 
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⑧ 研究・開発 

 森林研究プログラム 

 伝統知識の有効活用 

 伝染病・人獣感染症 

⑨ 資金調達メカニズム開発 

 国家森林基金 

 革新的資金調達メカニズム（土地転換税、COMIFAC への拠出割合、負債・自然スワップ

など） 

 負債削減メカニズム 

 二国間・多国間資金調達 

⑩ 協力・連携 

 地域協力および連携構築（COMIFAC 条約、収束計画実施、フォーラムなど） 

 組織間協力協定 

 

COMIFAC では、この収束計画に基づき、3 カ年活動計画および年間活動計画が策定されてい

る。こうした計画書では独自の成果指標が導入されており、期末の成果評価に活用されている。

各加盟国は、こうした活動計画を参照しながら自国の森林政策・事業を調整している。なお、関

係各ドナーとも協議の上で、現行の収束計画を評価の上で近く改訂することが予定されている。 

（参考文献）：Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC)．2004．Plan de Convergence pour 

la Conservation et la Gestion Durable des Écosystèmes Forestiers d’Afrique Centrale. Yaoundé. 45pp. 

 

３－２－２ FAO のコンゴ河流域へのアプローチ 

FAO では、貧困対策や食糧安全保障とも絡めつつ、様々な角度からコンゴ盆地の森林に特別な

注意を払っている。全ての関係国と協議しながら、コンゴ盆地森林の保全および持続的な管理へ

の支援戦略を策定しており、コンゴ盆地森林パートナーシップ（CBFP）などとの協力を深めてい

る。2005 年 2 月のブラザビル・サミット以後、当地域での協力強化のため 2006 年 8 月にガボン

に FAO中央アフリカ小地域事務所を設置して学際的な専門家チームを配置した。また、COMIFAC

との緊密な協力のもとに加盟国の森林政策・法制調整への支援を図っている。地域の生活改善に

も直結する持続的森林管理および森林資源利用のための能力強化が急務であり、NWFP を貧困削

減や食糧安全保障に役立てるための地域プロジェクトや、中央アフリカの NWFP バリューチェー

ンに関わり小・中規模業者の能力強化を図っている。これらは森林資源維持とともに地域住民の

収入向上に役立てる狙いがある。PES（生態系サービスへの支払い）を活用した収益をもとに地

域住民レベルでの生計改善や国家レベルでの適正な社会経済開も支援している。 

また FAO では、欧州委員会、ベルギー政府、国際農業研究協議グループ(CGIAR)関係機関、お

よび欧州の一部の大学と連携しながら、コンゴ民主共和国での国立農学調査研究所（Institut 

National pour l’Etude et la Recherche Agronomique、INERA）ならびにキサンガニ大学科学部の研究

施設修復への支援を図っており、これらを通じて林業・農業研究者の能力の向上に努めている。 
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UN-REDD 事業の枠内においては、UNDP および UNEP とともにパイロット国への支援を行っ

ており、コンゴ河流域周辺諸国ではコンゴ民主共和国が選定されている。森林減少・劣化を防止

し、京都議定書が失効する 2012 年以後の REDD メカニズムの策定・実施支援を強化している。 

その中で検討されている森林炭素モニタリング手法（MRV）開発を進めており、COMIFAC や

CBFP、コンゴ盆地森林基金（CBFF）などと連携しつつ、ガボンを除くコンゴ河流域周辺諸国 9

カ国における統一的な地域 MRV 手法の構築・運用に向けた技術支援が進められている（ガボン

国は、自ら策定する気候戦略を優先しており、自国の事情にそぐわないと判断して地域 MRV プ

ロセスからは脱退を決定した）。その礎となる国家森林インベントリー（NFI）手法へのガイド

ライン草稿が作成されており、間もなく関係者に配布され共同で検討され最終稿が完成する予定

である。森林インベントリーに深く関与する機関（USFS、JICA、WCS、WWF など）との意見調

整が図られている。また、ブラジル国立宇宙研究所（INPE）とともに、ブラジルのシステムをも

とにした TerraCongo などの森林観測システム開発を支援しており、データ集計・解析のために関

係政府職員への訓練を強化することとなっている。 

 

（参考文献） 

FAO．2009．Director-General’s Statements 2009. 

 

３－２－３ コンゴ民主共和国政府の森林関連政策・施策1 

(1) 森林管理政策・施策 

a) ポスト紛争国における森林管理政策・施策の再構築 

 コンゴ民主共和国では、1990 年代から 2000 年代初頭にかけて政治的混乱及び紛争が発生し、

国家の森林管理政策及び施策は実質的な機能を失っていた。紛争が収束し、政府が本格的に国家

政策及び施策の立案・遂行を再開したのは 2002 年頃である。 

 森林セクターの政策・施策に関し、政府が優先的に取り組んだ課題は森林開発権の見直し作業

であった。紛争が収束すると同時に木材伐採企業は自社の林区で伐採事業を再開させていたが、

政府はこれらの事業を調査し、契約条件が遵守されていない 163 件の森林開発権を取り消した。

対象となった森林面積は合計で約 2,550 万 ha である。政府はまた、2002 年 5 月に森林開発権の新

規発給を凍結し2、2005 年 10 月には、既存の森林開発権を新たなコンセッション契約に転換する

措置を打ち出した3。この措置に基づくコンセッション契約への転換申請は 156 件、対象面積にし

て約 2,200 万 ha であった。2006 年末に省庁横断的な委員会が設置され、先住民及び市民組織の参

加を得て、これらの転換申請が審査された。その結果、65 件のコンセッション契約が承認され、

その合計面積は約 1,000 万 ha となった。なお、コンセッション契約の新規発給に関しては、2008

年 10 月、MECNT が 3 年間のモラトリアムを発表している。 

 

 

                                                        
1 本項の主要情報源は、当該法規の条文「The Forests of the Congo Basin – State of the Forest 2008」及び「Readiness Plan for REDD 
2010-2012: R-PP Final Version（2010 年 7 月）」である。 
2 「CAB/MIN/AF.FE.T./194/MAS/02 Order of May 14, 2002」に基づく措置。 
3 「DECREE No. 05/116 of 24 October 2005」に基づく措置で、これは 2002 年森林法によって規定されたコンセッション制度を具

現化するものである。 
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b) 森林管理の新たな法的枠組み

 政府は 2002 年 8 月に森林法を公布した4。森林法が規定する森林管理の基本的な枠組みは以下

の通りである。

 森林は国家が所有する。（第 7 条）

 森林は以下の区分に基づいて管理する。（第 10 条）

保全林（第 12-19 条）
Classified forest 

強い利用規制を受ける森林で、9つの準区分からなる（厳

正自然保護区・国立公園・植物園/動物園・野生生物保

護区/狩猟区・生物圏保護区・保養林・樹木園・都市林・

保存地域）。

保護林（第 20-22･42 条）
Protected forest 

保全林よりは利用規制が緩い森林で、コンセッション契

約・村落林及び農作物栽培の対象林となり得る。

永久生産林（第 23 条）
Permanent production forest 

木材伐採事業（コンセッション契約）の対象となる森林

で、これまでに伐採事業が行われた林分及び既に計画申

請がなされている林分が対象となる。

 森林管理の責任主体は森林を管轄する省庁である。（第 24 条）

 当該省庁の大臣は、森林管理の権限を州知事に移譲することができる。（第 26 条）

 森林資源の所有主体は国家であるが、多様なアクターによる森林資源利用も法的に認知

されている：

 地域住民が日常生活のために行う慣習的な森林資源利用は、法律に反しない限りに

おいて認められる。（第 36 条）

 木材伐採事業の実施主体は、入札を通じてコンセッションを取得し、管理計画の策

定・承認を経た上で事業を行うことができる（第 82-83･98-100 条）

 森林法を実施するため、これまでに 38 の関連法規と、各技術分野のガイドラインが策定されて

いる。しかし、森林法の枠組みを実行するためには全部で 60 の関連規則が必要であると言われ、

現段階ではまだ不十分な状態にある。このため、森林法の具現化は進捗が遅れている。また、鉱

山開発及び土地保有権の在り方も森林管理の政策・施策遂行に影響を及ぼすが、森林法と鉱山法・

土地法の間には整合性の取れていない条項が存在する。さらに、各地域に居住する先住民社会が

持つ慣習法は必ずしも森林法の枠組みに即しているわけではなく、慣習法に基づいて森林資源を

利用する先住民と森林法に基づいて木材伐採事業を実施する企業との間で対立が生ずる可能性が

ある。

 一方、2006 年 2 月に公布された新憲法では地方分権が謳われ、森林施策の実施については州行

政が管轄するものとして位置づけられている。但し、具体的な改革案は示されておらず、現在の

ところ州政府への分権化は進んでいない。

c) 新たな森林管理体制の推進戦略

 2002 年森林法が規定した森林管理の枠組みを実現するための戦略として、政府は世界銀行の支

援を得て PNFoCo の策定に取り掛かった。PNFoCo は 2009 年に取り纏めが完了したが、気候変動・

水資源など新たな課題を取り込む必要性が生じたため改訂がなされ、2011 年 6 月に「環境・森林・

水資源・生物多様性に関わる国家計画（PNEFEB）」として再提示された。PNEFEB は世界銀行

                                                       
4 「Law No.011/2002 of 29 August 2002 Forest Code」は、1949 年に公布された森林法に取って代わるものである。
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と GIZ の支援を得て調査計画局が取り纏め、基本的には、ドナー・国際機関・NGO など外部機

関の資金援助によって実施するものという位置づけになっている。PNEFEB に記載されている優

先的な取り組み事項（第一章）は次の通りである： 

 森林開発権に関わる混乱状態の解消 

 コンセッション契約の新規発給についてはモラトリアムを維持する 

 税制改革・税収確保に取り組む5 

 木材伐採事業の健全化 

 違法伐採を取り締まる 

 税収の 40％は地方行政に納める 

 持続的な森林経営のための管理計画策定を進める 

 森林管理の多目的化促進 

 多様化する森林管理の目的に配慮したゾーニングを関係アクターの参加によって

進める 

 森林管理に関わる意思決定の透明化を図る 

 環境サービスなど林産物収穫以外の森林利用を促進する 

 簡易な村落林管理制度を構築する 

 保全林地域の生態系回復及び生産林地域の生物多様性保全を図る 

 森林管理に関わる関係機関の能力強化 

 公的機関を再構築し、市民組織を強化する 

 森林法の理解促進を図り、実施のための関連規則を整備する 

また、第四章では 6 つの戦略的介入領域6を設定し、その中の「横断的課題支援」の一つとして「国

家 REDD+の準備」を位置づけている。 

 

(2) 森林資源モニタリング関連政策・施策 

a) 森林法の枠組み及び技術ガイドライン 

 2002 年森林法では、コンセッションにおける森林資源インベントリーの枠組みを規定している。

まず、森林インベントリーの定義については「林木及び森林環境の量・質・特徴を記述し、評価

すること」としている（第 1 条）。そして第 65 条から第 70 条において具体的な枠組みを示して

いる。その主要なものは以下の通りである。 

 すべての木材伐採事業は、事業実施に先立ち、対象林分のインベントリーを整備しなけ

ればならない。 

 インベントリーが未整備である場合、政府機関による監視のもと、事業実施主体の費用

負担によって森林インベントリーを整備する必要がある。 

 森林インベントリーの整備に際しては、州知事の許可を得る必要がある。 

森林管理が 1949 年森林法のもとで実施されていた 1970～80 年代には森林行政が直接コンセッ

ションにおいて森林資源調査を行い、インベントリーを整備していた。2002 年森林法では、この

                                                        
5 PNEFEB 文書には、「これまでに発給された森林開発権の法的審査を実施し、コンセッション契約への転換、または無効な森

林開発権の失効作業を行う」との記述もあるが、この作業については既に完了しているため、本稿では削除している。 
6 6 つの戦略的介入領域として、「政策的能力」「横断的課題支援」「森林・水域生態系管理」「生物多様性保全」「村落林業」「環

境」を記述している。 

-17-



 

政策が改められ、森林資源調査及びインベントリー作成は木材伐採企業が行い、森林行政はガイ

ドラインの策定及び作成されたインベントリーの審査を担うという位置づけに変更された。 

 コンセッションにおける森林資源インベントリーの具体的な整備方法について、当時の環境・

自然保護・水・森林省は、2007 年 7 月に以下の技術ガイドラインを発行している7。 

 インベントリー整備の方法論 

 インベントリーのための土地/森林区分方法 

 サンプルプロット設定方法 

 現場における作業方法 

 インベントリー報告フォーマット 

 

b) 気候変動と森林資源モニタリング 

 上述した 2002 年森林法及び関連ガイドラインを概観する限りにおいて、政府の森林資源モニタ

リング政策及び施策はコンセッションにおける持続的な木材生産を目的として推進されていると

理解し得る。しかし、近年、気候変動対策が各国の森林政策において重視されつつある中で、以

下の３－３－１項で述べるように、コンゴ民主共和国においてもREDD+推進のための対応が着々

に進められつつある。このような状況下で、森林資源モニタリングに関する国家政策も実質的に

変化している。 

 この点に関し、森林資源モニタリングを管轄する DIAF 局長は、2011 年 11 月 3 日に行われた

インタビューで、REDD+への貢献が森林資源モニタリング分野における優先課題であると明言し

た。以下は、局長による発言の要旨である。 

 森林資源モニタリング分野における優先的な政策課題は、気候変動への対応である。 

 現在、MECNT では国家 REDD+戦略を策定中であるが、本戦略は環境サービスを提供す

ることにより対価を得ることを目的としている。炭素蓄積に関わるデータ整備は、本目

的を達成する上で極めて重要である。 

 森林炭素インベントリーについては、FAO がガイドライン策定のためのミッションを派

遣した。現在、ドラフトを待っているところである。 

 参照シナリオの策定は、持続的開発局内にある REDD+調整事務局と DIAF が行う。 

 現在、約 80 件のコンセッション契約が結ばれているが、コンセッションにおける森林

資源モニタリングについては、REDD+の 2 つ目の D（Degradation）を計測するという位

置づけで取り組んでいく。インベントリーについては、コンセッションで木材伐採事業

を行う企業が多目的インベントリーを整備する。 

端的に言えば、森林資源モニタリング政策の主要目的は既に木材生産から REDD+対応へとシ

フトしたということである。コンセッションにおけるインベントリーについても、既存のガイド

ラインでは材積評価が主要目的となっているが、今後は、炭素蓄積評価を含めた多目的インベン

トリーへと移行していくことが明示されている。 

 

                                                        
7 これらのガイドラインは環境自然保護観光省のホームページからダウンロード可能。
http://www.mecnt.cd/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=27 
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３－３ 森林資源モニタリングの実施体制

３－３－１ REDD+にかかる国家レベルの実施体制8

(1) 枠組み

 2009 年 11 月、政府は REDD+推進体制構築に関わる首相令を公布した9。首相令では、Readiness

フェーズを進めていくための組織体制として、国家委員会、省庁委員会、調整事務局の設置を規

定している。各組織の役割及び構成員は以下の通りである。

国家委員会
National 
Committee 

 REDD+に関する方針等の意思決定を行う。

 構成員は、政府機関・市民社会/先住民組織・民間企業・学界から合計

で 14 名。

省庁委員会
Inter-ministerial 
Committee 

 国家委員会の方針に基づいて計画立案を行い、計画実施は関係省庁が

担う。必要に応じて外部専門家を招集する。

 構成員は、環境・農業・土地・都市計画・農村開発・計画・財務・鉱

山・エネルギーの各省。委員長は環境大臣が担う。

調整事務局
National 
Coordination 

 国家委員会・省庁委員会の事務局的な役割を果たし、計画実施状況の

モニタリングを行う。

 事務局長は環境自然保護環境省の持続的開発局長が務める。

 事務局体制としては、調整官・技術主任・国際技術専門家・プロジェ

クト担当などが配置される。

 事務局は 2009 年 5 月に設置された。

(2) 実施状況

 国家委員会及び省庁委員会の運営規則が採択され、会合が各々3 度開催された。

 国家 REDD+戦略は現在策定中で、森林減少の要因などのセクター調査が実施されている。

 国家 REDD+基金創設の検討を開始している。

 現在までにコミットされている予算は、UN-REDD が合計 550 万ドル、FCPF が合計 340 万ド

ルである。

 現在までに、少なくとも 6 件の現場プロジェクトが計画されている。これらのプロジェクト

資金はからアフリカ開発銀行(AfDB)を通して供与されるもので、合計で 1,600 万ドルにのぼ

る。このうち、カナダの組織である環境復旧協会（Ecosystem Restoration Associates）は既に

バンドゥンドゥ州において30万haにわたるプロジェクトの政府許可を得ている。このほか、

Readiness フェーズの資金調達について、世銀の森林投資基金は 6,000 万ドルのコミットメン

トを行っている。

 現在、REDD+プロジェクトの登録システムが開発されている。

                                                       
8 本項の情報源は「Readiness Plan for REDD 2010-2012: R-PP Final Version（2010 年 7 月）」及び調整事務局の国際技術専門家を務

める Bruno Guay 氏（UN-REDD）のレポート「REDD+ in DRC, State of Affairs」である。
9 「Decree No.09/40 of 26/11/2009 Providing for the creation, compositions and organization of the implementation structure of the process of 
reducing emissions from deforestation and forest degradation, “REDD”」
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３－３－２ MECNT の森林資源モニタリング実施体制 

(1) DIAF の実施体制 

 現在、DIAF は組織改正の途上にあり、改正後は以下の組織体系となる。 

 

DIAF 組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 地理情報課 

リモートセンシング室、図化・製図室、GIS 室の 3 室からなり、スタッフ数は合計約 20 名であ

る。各室にはシニアスタッフが配置されているが、実際のところは、室を問わず課全体として業

務に優先順位をつけて作業をしている。WWF・世界資源研究所(WRI)などの研修により、すべて

のスタッフがGISソフトウェアを使用出来るようになっている。リモートセンシングについては、

画像解析ソフトが導入されておらず、画像解析をできる人材は全く育っていない。また、シニア

スタッフが若手スタッフを対象に研修を行っているが、研修終了後に転職するケースも多く、必

ずしも効率的に技術移転が行われている訳ではない。 

 

b) 森林インベントリー課及び森林整備課 

両課は各々3 室から構成され、課長・室長が任命されている。但し、地理情報課と同様、課・

室の所掌を問わず両課全体として業務に従事する場合も少なくない。スタッフ数は合計で約 40

名である。また、下記３－４－２ (1) 項で述べるフランス開発庁(AFD)プロジェクトの支援によ

って、新たに約 30 名の若手スタッフが雇用されている。 

森林インベントリー課の主要業務はコンセッションにおいて木材伐採企業が作成する森林イン

ベントリーをチェックすることであるが、企業が提出したインベントリーに対して DIAF からコ

メントが出されたことはなく、一部の開発援助関係者からは DIAF の技術水準に対する懸念が持

たれている。 

森林インベントリー・整備局（DIAF） 

森林インベントリー課 森林整備課 地理情報課 

秘書課 

森林インベントリー・ 
オペレーション室 (7) 

社会経済調査・ 
統計室 (4) 

リモートセンシング室 
(4) 

植物調査研究室 (6) 造林実験 
モニタリング室 (4) 

図化・製図室 (6) 

データ処理・ 
解析センター (5) 整備計画・ 

プロジェクト室 (4) 

GIS 室 (4) 

注：括弧内の数字は規定による定員数 
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(2) 地方における地上調査の実施体制 

MECNT は各州に支部を開設しているが、現在のところ森林資源インベントリーを担当するス

タッフは配置されていない。DIAF は、近い将来、AFD の支援を得て 3 州（バンドゥンドゥン州、

赤道州、オリエンタル州）の支部に DIAF スタッフを数名ずつ派遣する計画を立てている。但し、

彼らの主要業務は木材伐採企業が作成する森林インベントリー及び森林管理計画のモニタリング

であり、インベントリー調査を実施するわけではない。このため、DIAF として地上調査を実施

する場合には、別途、作業員を雇用し、地上調査チームを編成する必要がある。 

 

３－４ ドナー等の対象分野関連事業 

３－４－１ 我が国環境プログラム無償資金協力による支援計画 

 コンゴ民主共和国を対象とした 2009 年度環境プログラム無償資金協力「森林保全計画」につい

て、既に実施のための準備が進められている。本無償案件は、森林保全に関わる資機材供与及び

技術支援を目的としたもので、総額は約 10 億円である。裨益機関は、MECNT 及び同省 DIAF・

DDD となっている。 

 主な供与資機材は、衛星画像解析/GIS に関わるソフトウェア、高性能パソコン、3 州（バンド

ゥンドゥ州、赤道州、オリエンタル州）の光学衛星画像、森林資源の地上調査を実施するための

関連機材である。また、技術支援として、これら資機材の据え付けと動作確認及び取扱いに関す

る初期研修を実施する。 

 

３－４－２ その他の事業 

(1) AFD 

2011 年 11 月より、持続的な森林経営のための能力強化支援プロジェクトを新たに開始してい

る。主な目的は、木材伐採企業が行うコンセッションの森林管理計画策定に関する能力強化、企

業が策定した森林管理計画のモニタリング・評価を担当する DIAF の能力強化、森林経営に関わ

る政策枠組みへの支援である。コンセッションの対象地域はバンドゥンドゥ州・赤道州・オリエ

ンタル州で、DIAF に関しては、本局及び州レベルでの支援を行う。MECNT は各州に支部を設け

ていることから、AFD は DIAF スタッフの当該支部への派遣を支援する。技術的支援を担当する

のは、Forest Resources Management（FRM）社などの仏コンサルタント 4 社である。FRM 社は 90

年代よりコンゴ盆地各国でコンセッションの森林インベントリー作成を手掛けた経験を持ち、コ

ンゴ民主共和国においても、既に数社のコンセッションでインベントリーを作成している。コン

ゴ盆地のコンセッションにおけるインベントリー整備に関しては熟達した技術を持つコンサルタ

ント会社である。今次の新規プロジェクトでは、森林管理計画策定過程においてインベントリー

作成が行われることから、JICA プロジェクトで行う国家森林資源インベントリーとの関係につい

て意見交換を行う必要がある。 

なお、フランスは、コンゴ盆地における森林保全プロジェクト（森林減少や劣化による二酸化

炭素排出量の削減、森林が含有する炭素量の維持、持続可能な森林経営を目標とするプロジェク
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ト）の関係者を対象に地球観測衛星(SPOT)衛星画像の無償提供を開始した。但し、画像の無償提

供は、フランス公的機関及び同国籍の民間企業で構成されるコンソーシアム、及び該当国の

REDD+国内当局の両者から承認を得た場合に限られる。提供されるのは、2010 年前後に観測さ

れた比較的雲量の少ない（20%以下）衛星画像で、コンゴ盆地の熱帯雨林（約 2 万 km²）をカバ

ーする。また、空間分解能 10m（SPOT5）及び 20m（SPOT4）のマルチスペクトラル画像で統一

する予定である。当初は該当国の国内当局を対象とし、将来的には多くの REDD+プロジェクト

での利用も見込まれる。 

 

(2) FAO/UN-REDD 

2009 年にコペンハーゲンで開催された COP15 において、FAO はブラジルの国立宇宙研究所

（INPE）と MoU を締結し、途上国における MRV 担当者の能力強化を行うに際して、INPE が開

発した森林減少解析プログラムである「Terra Amazon」を利用することで合意した。この Terra 

Amazon をコンゴ盆地用のプログラムとして開発したものが「Terra Congo」である。「Terra Congo」

は一般からのアクセスも可能である。FAO は、これまでに海外能力強化研修をブラジル及びイタ

リアで実施し、地理情報課のシニアスタッフ 2 名をはじめとする DIAF スタッフが研修に参加し

ている。 

また、FAO のローマ本部はコンゴ民主共和国における国家森林資源インベントリーの整備にも

取り組んでおり、2011 年 6 月 13-14 日には UN-REDD の主催で当該テーマに関するワークショッ

プを開催した。その際、FAO はインベントリー整備の方法論に関するドラフトペーパーの作成、

及びフィールドマニュアルの作成を行うことをコミットしている。但し、2011 年 11 月時点にお

いてドラフトペーパーは作成されておらず、具体的な日程についても現地の UN-REDD 事務所は

把握をしていない状態である。 

 

(3) GIZ 

活動分野は、持続可能な森林経営、保護区の持続的管理、教育・研修である。より具体的には、

法制度支援、違法伐採対策、森林認証促進に焦点を当てている。マニエマ州・カタンガ州・スキ

ウ州においては、燃材・木炭に関するインベントリー調査を行う予定であり、国家資源インベン

トリーが整備されるのであればデータの提供を行いたいとの申し出があった。また、GIZ/DFS の

リモートセンシング/GIS 専門家によると、同機関ではマニエマ、スキウ州の一部地域を対象とし

て地図/主題図データ・衛星画像等のデータベース整備を計画しており、日本政府の無償資金協力

により供与される衛星画像やデータベースと互換性を持たせることにも関心を寄せている。 

 

(4) 国際熱帯木材機関(ITTO) 

 DIAFスタッフを対象に、炭素蓄積量の評価を目的とした森林資源の地上調査研修を実施した。

実施機関はキサンガニ大学及び野生生物保全協会(WCS)で、オリエンタル州ヨコ及びバ・コンゴ

州ルキ保護区において研修が行われた10。 

                                                        
10 詳細は『平成 21 年度 環境プログラム無償資金協力 コンゴ民主共和国「森林保全計画」簡易調査報告書』に記載されてい

る。 
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(5) 中央アフリカ森林観測機関(OFAC) 

 2008 年に「State of the Forest 2008」を刊行した。本書は、中央アフリカ 6 カ国の森林関連情報

を取り纏めた包括的な報告書で、基本的には二年毎に刊行される予定である。現在は、2012 年版

を作成中である。また、キンシャサ大学内に開校した熱帯林管理の専門家育成を目的とした地域

大学院(ERAIFT)プログラムの一環として、職員の一部がリモートセンシングの講義を担当してい

る。 

 

(6) 中央アフリカ森林衛星観測機関(OSFAC) 

主な事業内容の一つにリモートセンシング/GIS 研修があり、本案件では、一部の研修を OSFAC

に依頼することが考えられる。但し、OSFAC スタッフは GIS ソフトウェアの操作については十

分な知識・技量を持つものの、画像解析ソフトウェアの使用方法や衛星データの前処理ワークフ

ロー等については技術的支援が必要である。さらに、レーダ衛星データやその画像解析ソフトウ

ェアの使用方法、現地調査結果を使用した衛星データ解析結果の検証作業についても、実務経験

が限られているため、適宜技術支援が必要である。 

WWF によると、OSFAC は CBFF の MRV 担当に指名されていることから、OSFAC がコンゴ民

主共和国における MRV 体制の一翼を担っていく可能性もある。OSFAC との連携に際しては、こ

の点も考慮して調整を行う必要がある。 

 

(7) USAID/CARPE 

 コンゴ盆地地域の主要 12 ランドスケープにおいて、参加型土地利用計画づくり推進するため、

パートナー組織に対して資金援助を行っている。また CARPE は、「CARPE Mapper」という Web 

GIS を介し、ランドスケープデータや森林減少データを公開している。 

 

(8) USFS 

 国家森林資源モニタリングシステムの構築過程において技術的支援を行う意志を表明している

が、具体的な活動は未定である。2010 年 5 月及び 2011 年 11 月に調査団が派遣され、現在は米国

人コンサルタント一名が DIAF に派遣されている。 

 

(9) WB/FCPF/FIP/GEF 

 国家レベルの REDD+実施体制構築、現場プロジェクト推進、森林インベントリーのための地

上調査、保護区の持続的管理など、多様な分野への資金支援を行っている。森林インベントリー

に関しては、アロメトリー式の作成を意図した地上調査を計画している。 

 

(10) WRI 

DIAF に Interactive Atlas を導入し、これを運用するための GIS 研修を実施している。Interactive 

Atlas とは、衛星画像判読によって作成した森林分布図をベースに、コンセッション情報などの森

林管理データを入力していくものである。ただし、作成されたデータの管理は WRI が行っており、

データベース運用に関する DIAF スタッフへの技術移転は実施されていない。 
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(11) WWF 

バンドゥンドゥ州における REDD+の実施体制構築に取り組むべく、REDD+の調整事務局

（National Coordination）との連携を図っている。具体的には、バンドゥンドゥ州において、衛星

画像解析・地上調査を通じた炭素蓄積量の把握、炭素蓄積変化のモニタリング体制構築、などを

計画している。また、光学衛星データ（ALOS PALSAR、TerraSAR-X、SPOT、Worldview、Quickbird、

Landsat）及び光検出と測距(LiDAR)を調達する予定である。本案件の内容（衛星画像を用いた森

林基盤図作成、地上調査の方法論開発・実施、データベース構築）と基本的に重複している。活

動開始は 2012 年初頭を予定しており、同年 2 月には、バイオマス量把握に関する方法論検討のた

めのフィールド調査を実施する予定である。なお、WWF からは、JICA プロジェクトの C/P であ

る DIAF スタッフに対して WWF が研修を行う、あるいは WWF が確立した方法論を JICA と共有

するなど、両プロジェクト間での連携を進める申し出があった。 

 

(12) ERAIFT 

1999 年に UNESCO の支援を得てキンシャサ大学に開校したプログラムで、熱帯林管理の専門

家育成を目的としている。プログラムは、一年半（一年間の講義と半年間の現場研修）の修士課

程と三年間の博士課程から構成される。講義内容には、光学衛星データやレーダ衛星データの画

像解析も組み込まれている。なお、レーダ衛星データ解析の担当者は、ALOS PALSAR の特長を

活かした森林変化抽出の研究を進めているため、JICA プロジェクトが ALOS PALSAR を利用す

る場合には ERAIFT からの協力を得ることも考えられる。 
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第４章 プロジェクトの基本計画 

 

コンゴ民主共和国側との協議を通じ、今般の調査で合意に至った現時点でのプロジェクト

基本計画は以下のとおり。 

４－１ 目的、成果、活動 

４－１－１ プロジェクトの目的 

本プロジェクトの目的は、コンゴ民主共和国において国家森林資源モニタリング体制を整備す

ること、及び森林資源モニタリングに関する行政スタッフの能力を強化することである。 

プロジェクト終了後、コンゴ民主共和国政府は、策定された国家森林資源インベントリーシス

テムの運営計画に基づいて森林資源モニタリングを実施する。また、森林資源モニタリング実施

により得られた情報を用いて持続的な森林経営が実践され、REDD+が促進されることが期待され

る。 

４－１－２ 成果と活動 

(1) 成果 

①バンドゥンドゥ州（パイロット州）の森林基盤図が作成される 

②国家森林資源インベントリーの地上調査モダリティと手順が開発される 

③国家森林資源データベースが構築される 

④国家森林資源インベントリーシステムが構築され、その運用計画が策定される 

 

(2) 活動 

①バンドゥンドゥ州の森林基盤図作成 

ア. 森林タイプ区分を検討する 

イ. 衛星画像を基に、森林タイプの分類を行う 

ウ. 分類結果を参考に地上データを収集する 

エ. 分類結果と地上データを照合し、必要に応じて再分類を行う 

オ. 森林基盤図を作成する 

カ. 上記活動に関わる人材への研修を行い、彼らの能力向上を図る 

 

②森林資源インベントリーの地上調査モダリティと手順の開発 

ア. 地上調査に必要な情報を収集・分析する 

イ. 分析結果に基づき、調査手順を特定する 

ウ. 特定された手順に基づき、地上調査を実施する 

エ. 上記に関する能力向上のための研修を実施する 

 

③森林資源データベースの構築 

ア. 森林資源データベースを設計する 
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イ. サンプルデータの入出力によりデータベースの機能を確認する 

ウ. データベースを修正して完成させる 

エ. 上記に関する能力向上のための研修を実施する 

 

④森林資源インベントリーシステムの構築と運用計画の策定 

ア. 国家森林資源インベントリーシステムの設計・活用方針を検討するための技術作業部会を立

ち上げる 

イ. 国家森林資源インベントリーシステムの設計・活用方針を決定する 

ウ. 国家森林資源インベントリーシステムを設計する 

エ. 国家森林資源インベントリーシステムの運用計画案を作成する 

オ. 国家森林資源インベントリーシステムを運用し、レビューする 

カ. レビュー結果をもとに国家森林資源インベントリーシステムと運用計画を完成させる 

４－２ 日本側投入、相手国側投入 

４－２－１ 日本側 

(1) 調査団の派遣 

以下の分野構成による調査団を派遣する。 

総括 

リモートセンシング 

森林 GIS/データベース 

森林インベントリー 

業務調整 

 

(2) 資機材 

 リモートセンシング、森林 GIS、データベース、森林インベントリーに関わる機材とソフトウ

ェア、及び衛星画像については、環境プログラム無償資金協力「森林保全計画」を通じて日本が

コンゴ民主共和国に供与する予定である。本プロジェクトでは高額な資機材の供与は見込んでい

ない。 

 

(3) 本邦研修 

環境自然保護観光省のプロジェクト・カウンターパート等を本邦に受け入れ、リモートセンシ

ング、森林 GIS、データベース、森林インベントリーなどに関する研修を実施する予定である。 

４－２－２ コンゴ民主共和国側 

 環境自然保護観光省は独自の予算で以下の投入を行う。 

(1) プロジェクト・カウンターパート及び事務職員の配置 

(2) 事務所スペース及び必要な資機材の提供 

(3) 研修施設の提供 

(4) プロジェクト実施に必要な資機材・車両・スペアパーツなどの提供（但し、JICA 側が提供す
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る資機材を除く） 

(5) JICA 調査団員が医療サービスを受けるための情報提供及び支援 

(6) JICA 調査団員の安全確保に関わる情報提供及び支援 

(7) JICA 調査団員の身分証明書等の手配 

(8) プロジェクトに関わるデータ（地図・写真を含む）及び情報の提供 

(9) プロジェクト実施に関わる諸経費の負担（電気・水代、電話代、車両用燃料代など） 

(10) 地上調査実施に関わる経費の負担（作業員雇用費、旅費日当など） 

(11) 日本側が供与する機材のコンゴ民主共和国国内輸送及び設置・運転・維持に関わる諸経費の

負担 

(12) プロジェクト実施のため、JICA 調査団員が行う日本からコンゴ民主共和国への送金及び送金

された資金の使用に関する便宜供与 

４－３ プロジェクトの実施体制 

 プロジェクト全体の実施体制を下図に示す。 

 

プロジェクトの実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インプット／調整

フィードバック 

課題 
グループ 

ドナー 

NGO 

等々 

プロジェクト 合同調整委員会 

環境自然保護観光省関係各局 

JICA 調査団 

JICA 事務所 

プロジェクト実施主体 

指導 報告 

環境自然保護観光省 

プロジェクト･ディレクター 

  森林インベントリー整備局長 

プロジェクト･マネージャー 

  インベントリー課長、地理情報課長 

バンドゥンドゥ州支部

DIAF 

森林インベントリー課

森林整備課 

地理情報課 

JICA 調査団 

総括 

リモートセンシング 

森林 GIS/データベース

森林インベントリー 

業務調整 

TWG 

関係各局 

(DDD, 

DEP 等) 
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(1) プロジェクトの実施主体 

コンゴ民主共和国側の実施機関は MECNT で、プロジェクト・カウンターパートは DIAF であ

る。プロジェクト・ディレクターは DIAF 局長、プロジェクト・マネージャーは森林インベント

リー課長及び地理情報課長の二名体制とする。DIAF は 3 課（森林インベントリー課・森林整備

課・地理情報課）で構成されるが、衛星画像解析・GIS・データベースについては地理情報課、

地上調査関連については森林インベントリー課及び森林整備課が実施主体となる。さらに、省内

の円滑なコミュニケーション及び情報インプットを図るため、DDD・DEP などの関係各局から構

成される技術作業グループ（TWG）を設置する。 

 JICA 側は、調査団員の専門性として、総括以下、リモートセンシング、森林 GIS/データベース、

森林インベントリーの各分野をカバーするとともに、業務調整団員の配置を検討する。 

 

(2) 合同調整委員会 

合同調整委員会はプロジェクトの監理と政府関係者間の調整を目的として設立されるプロジェ

クトの最高意思決定機関である。合同調整委員会はプロジェクト期間中、最低毎年一度は開催し、

関係者間でプロジェクトの進捗状況及び今後の計画を共有するとともに、それに関する重要事項

を決定する。合同調整委員会は、下表の構成を想定する。 

 

合同調整委員会の構成 

環境自然保護観光省 森林インベントリー整備局長 
          持続的開発局長 
          調査計画局長 
国際・地域協力省の代表 
計画省の代表 
エネルギー省の代表 
農業省の代表 
農村開発省の代表 
内務省の代表 
地方分権・地域省の代表 
財務省の代表 
鉱山省の代表 
プロジェクト・カウンターパート（必要に応じて） 
議長が指名するもの（必要に応じて） 
 
JICA 調査団 
JICA コンゴ民主共和国事務所長 
JICA が指名する者（必要に応じて） 
 
（オブザーバーとして日本大使館職員） 

 

(3) 課題グループ（Thematic Group） 

 MECNT は、ドナー・国際機関・NGO などの開発援助機関が相互に情報交換を行う場として、

「課題グループ」を設置している。第３章で述べたとおり、本プロジェクトの事業内容は他の開

発援助機関が計画している事業と重なる部分が多いため、これらの諸機関と事業内容及び方法論

-28-



 

に関して調整を行う必要がある。この点に関し、2011 年 10 月 25 日に行われた MECNT との会合

において、同省側から「方法論については課題グループにおいて議論を進めるのが望ましい」と

の指摘があった。このため、本プロジェクトの関係者は、課題グループに参加し、森林資源イン

ベントリーの地上調査方法をはじめとする方法論に関する議論に関わることが望まれる。但し、

課題グループでは多様なテーマの議論が行われるため、必ずしも本プロジェクトのテーマについ

て十分な議論が行われるかは未定である。10 月 27 日に行われた UN-REDD との会合では、「課

題グループには多様な関心を持つアクターが参加するため議論が拡散する。このため、個別方法

論の議論の場としては適当ではない。」との指摘があった。このため、場合によっては、課題グ

ループのもとで森林インベントリーに関する特別作業グループを立ち上げるなど、適切な措置を

取るよう省側に働きかける必要性が出てくるものと想定される。 

４－４ 実施スケジュール 

 プロジェクトの実施期間は、現時点では 2012 年 4 月頃から 3 年間を想定している。 

４－５ 前提条件、外部条件とリスクの分析 

(1) 治安状況の安定 

2011 年 10 月現在、キンシャサの治安状況は比較的落ち着いているが、東部州は不安定であり、

また 11 月下旬に実施される大統領選挙後の情勢も不透明である。仮に大統領選挙後の治安状況が

比較的良好に推移したとしても、東部情勢を含めた国全体の治安状況は依然として予断を許さな

いことが予想され、万が一、暴動・軍事衝突等が発生した場合にはプロジェクトの一時中断を余

儀なくされる可能性もある。 

 

(2) DIAF の人材定着 

これまでに、DIAF はカナダ政府からの支援を得て一部州を対象に森林インベントリーを整備

した経験を持つが、当時インベントリー整備活動に従事した人材の多くは、カナダ政府からの支

援終了後、民間セクターへ転職した。その理由としては、資金支援終了により DIAF によるイン

ベントリー整備活動が困難になったこと、及び木材伐採企業においてインベントリー整備への需

要が存在したことが挙げられている。本案件においても、プロジェクト終了後に同様の条件が生

ずる可能性は否定できず、その場合、プロジェクト実施を通じて育成された人材が民間セクター

へと流出し、国家森林資源モニタリング体制の機能に支障が出る可能性もある。 

（要検討） 

４－６ プロジェクトの実施に当たっての留意事項 

（1）コンゴ河流域における他の当該分野 JICA 支援との連携・協調  

カメルーン国ヤウンデ市には、COMIFAC との協力を目的としたアドバイザー型専門家が二名

派遣されており（持続的森林経営、森林生態系保全分野）、コンゴ盆地諸国における森林管理保

全に関しての情報収集・調査、関係国やドナー・国際機関との調整・意見交換、政策提言などが

行われる。同専門家は、コンゴ河流域で実施される森林・環境分野の JICA 案件への調整支援も

担っている。またガボンにおいても、森林分野での環境プログラム無償資金協力（環プロ無償）

ならびに森林インベントリーシステムに関するが計画されており、当案件との密接な協力が期待
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される。カメルーン国においても同様な環プロ無償が予定されており、こうした 3 カ国での技術・

機材支援を通じてコンゴ河流域での森林資源モニタリング体制強化に努めるものとする。さらに

ITTO との連携無償を活用した水森林学校への支援事業がガボン、コンゴ共和国、コンゴ民主共

和国およびカメルーン国で予定されており、これとの連携も十分に視野に入れることが重要であ

る。 

 

(2) 環境プログラム無償資金協力と本プロジェクトの連携について 

 第３章３－４－１項で述べたように、環境プログラム無償資金協力案件では DIAF に対して衛

星画像・衛星画像解析ソフト・森林調査用機材等を供与すると同時に、当該機材の基本的な使用

方法について DIAF スタッフへの研修を行う。本プロジェクトでは、DIAF スタッフに対して、衛

星画像解析に基づいた森林基盤図作成及び地上調査に関わる能力強化を行うが、これらの活動は

環境プログラム無償資金協力による資機材供与及び研修実施による成果を前提とした上で実施す

るものである。従って、本プロジェクトの開始に際しては、環境プログラム無償案件の進捗状況

を十分に把握しておく必要がある。 

 

(3) 森林資源モニタリングに関わる方法論の検討について 

 コンゴ民主共和国では、多数のアクターが森林資源モニタリング分野で事業を実施（または計

画）している。本プロジェクトは国家レベルの森林資源モニタリングシステムの構築を目的とし

ていることから、これらのアクターによって収集・分析されるデータが本プロジェクトで構築す

る国家システムにおいても利用可能となることが望ましい。そのためには、各アクターがそれぞ

れの方法論によってデータ収集・分析活動を開始する前段階で、データの互換性が確立されるよ

う各方法論の検証・修正を行う必要がある。 

 2011 年 10 月時点では、FAO が方法論に関するドラフトペーパーを数週間以内に MECNT へ提

出し、2012 年前半には森林資源モニタリングを担当するチーフテクニカルアドバイザーを DIAF

に派遣する計画を立てている。この通りに状況が推移する場合には、FAO が方法論の検討作業を

ファシリテートしていくことが予想される。しかし、FAO の活動進捗が大幅に遅れ、JICA プロ

ジェクトの調査団が先行して DIAF に入る場合には、本プロジェクトが方法論の検討作業過程を

ファシリテートすることも一つの選択肢として念頭に置いておくことが望ましい。 

 

(4) 実施体制に関する調整について 

DIAF は、既に AFD・FAO・WRI などと森林資源モニタリングに関わる本格的な協力事業を行

っているが、今後は、これらの機関に加えて、WWF と JICA が新たに参入する計画となっている。

この点に関し、DIAF 局長及び地理情報課長は、多数のアクターと同時に事業を実施しても DIAF

側の人材が不足することはない、という主旨の発言を行っている。しかし、これまでに DIAF が

このような規模で協力事業を実施した経験はなく、彼らの「人材不足が生ずることはない」とい

う発言は、経験不足からきている可能性も否定できない。このため、場合によっては、DIAF と

各開発援助機関が実施体制に関する調整を行う必要が出てくるかもしれないことを念頭に置いて

おくべきである。 
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(5) レーダ画像について 

 コンゴ民主共和国の森林地帯は雲に覆われることが多いため、雲による解析不適箇所を全く含

まない光学衛星画像によって全域を満遍なくカバーすることは困難である。この点については、

森林資源モニタリングに取り組んでいる殆どのアクターが共通した認識を持っており、雲の下も

観測が可能なレーダセンサ（PALSAR）を搭載した ALOS 衛星を持つ日本に対する期待は高い。

また、PALSAR がもつ L バンドマイクロ波は、森林の内部に侵入し、枝や幹、地表面との多重反

射を起こすため、森林変化を比較的明確に捉えることができるという利点もある。本プロジェク

トでは、環境プログラム無償案件が供与する光学衛星画像の使用が前提となっているが、場合に

よっては、経年的あるいは季節的な森林変化のモニタリング手法検討のため、パイロット活動と

いう位置づけで、定期的な観測が可能なレーダ衛星画像及び解析ソフトウェアを購入し、DIAF

スタッフに対してレーダ画像解析の技術移転を図ることも選択肢の一つとしておくことが望まし

い。またその結果、打ち上げが予定されている ALOS 後継機のレーダ衛星データとの比較利用も

将来的には可能となり得る。 

 

(6) JICA の技術協力案件に対する MECNT 及び DIAF の理解について 

MECNT が JICA の技術協力案件を実施するのは初めてである。このため、省のスタッフが援助

機関の専門家と日常的にプロジェクト活動を実施し、その過程を通じて能力強化を図っていくと

いう考え方を理解するまでには多少の時間を要すると推察される。従って、本案件を実施する調

査団は、JICA 技術協力案件の骨子について、常に相手側の理解を促進するよう配慮する必要があ

る。 

 

(7) 業務の再委託について 

コンゴ民主共和国内での活動可能範囲及び移動手段は限られ、また治安上のリスクが高い国であ

ることから、本プロジェクトの実施に際しては調査団による現地作業期間を最小限に留めること

を検討する必要がある。幸いにも、森林資源モニタリング分野では既に WRI や WWF など複数の

アクターが DIAF への能力強化研修を実施しているため、例えば研修などの一部業務については、

これらの機関に依頼実施することも検討すべきである。下図は、一例としての再委託業務内容（案）

である。 

 

主な作業内容 期待される成果 

1. 技術的内容を日本人調査団員と協議を

し、研修モジュールを作成する。 
2. 日本人調査団員と協議の上、森林基盤図

作成の手法を策定する。 
3. 衛星画像の一次処理、分類解析、森林基

盤図作成及び現地調査結果を使用した

同図の検証について DIAF スタッフへ適

切なアドバイスを行う。 
4. リモートセンシング及び GIS トレーニ

ングの取り纏めを行い、その成果を調査

団及び DIAF スタッフへ報告する。 

1. リモートセンシング及び GIS 解析に必要な

ステップを網羅した研修モジュール。 
2. 森林基盤図を適切に作成するための手法。 
 
3. リモートセンシング及び GIS に関する DIAF

スタッフの理解度向上。 
4. リモートセンシング及び GIS に関する研修

成果のプレゼンテーション。 
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業務再委託における課題として、再委託先の作業環境やスキルレベルでは JICA の要請に応え

きれない可能性が指摘できる。このため、業務再委託に際しては、再委託実施前に充分な準備期

間を確保するとともに、場合によっては再委託先へ対する何らかの方策による技術支援の実施等、

柔軟な対応についても検討することが望まれる。 
 
(8) 画像処理の国内作業について 

第３章で述べた環境プログラム無償資金協力を通じて、バンドゥンドゥ州、赤道州、オリエン

タル州全域をカバーする光学衛星画像が DIAF に供与される。当該三州は広大な面積を有するた

め、全域をカバーするためには膨大な数の衛星画像が必要となる。またバンドゥンドゥ州だけで

も、州レベルの森林基盤図を作成するために膨大な量の解析作業が発生する。そこで、プロジェ

クト協力期間内にすべての解析作業を完了させるため、協議議事録第 8 項に記述のとおり、コン

ゴ民主共和国政府から要請があった場合に限り、実施コンサルタントが日本国内において画像処

理・解析作業を行うことも検討すべきである。 
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第５章 事前評価 

５－１ 評価 5 項目 

５－１－１ 妥当性 

・ 持続可能な森林経営のための森林資源モニタリング 

1992 年の地球サミット以降、持続可能な森林経営という考え方は、森林セクターにおける

重要概念として殆どすべての森林分野専門家によって認知されるようになった。一般論で言

えば、森林資源モニタリングは持続可能な森林経営概念を実践するための必要不可欠なツー

ルである。コンゴ民主共和国では、1970-80 年代にコンセッションでの森林インベントリー

が一部整備されたものの、データの多くは紛失し、またその後の森林資源モニタリングは行

われていない。コンゴ民主共和国において持続的な森林経営を確立するためには、国家森林

資源モニタリング体制の整備が急務である。 

 

・ REDD+のための森林資源モニタリング 

2006 年 10 月に公表されたスターンレビューでは、森林減少対策が気候変動対策として費

用対効果が高いという指摘がなされた。その後、国連気候変動枠組条約の締約国会議におい

て森林減少・劣化対策が議論され、2007 年の COP13 では 2013 年以降の次期枠組みにおいて

REDD を組み込む方向で検討することが合意された。コンゴ民主共和国は REDD+導入に積

極的であり、2010 年 7 月にはアフリカ初の R-PP を完成させている。コンゴ民主共和国政府

が実際に REDD+メカニズムを機能させるためには、国内において MRV システムの構築が必

要であり、森林における炭素蓄積量に焦点を当てた森林資源インベントリー及び炭素蓄積変

化量のモニタリング方法確立はその骨子となる。 

 

・ 受益者である DIAF スタッフのニーズ 

本プロジェクトの直接的な受益者は DIAF 技術者である。彼らの GIS オペレーション技術

は一定水準に達しているものの、衛星画像解析については全く取り扱うことが出来ない。ま

た、地上調査についても、最近では ITTO プロジェクトによる研修を受けているが、実務に

おいて実践しているわけではない。コンゴ民主共和国政府が国家森林資源モニタリング体制

を機能させていくためには、DIAF の技術者がこれらの技術を習得していることが前提とな

る。このため、本プロジェクトで実施する衛星画像解析に基づく森林基盤図作成及び地上調

査は、彼らのニーズを直接満たすものであると言える。 

 

・ 国家政策上の優先度 

2002 年森林法では、第五章において森林インベントリーに関わる諸規定が記されている。

最初の第 65 条では、国有林における事業は森林インベントリーの存在を前提とすること、

との記述があり、コンゴ民主共和国の森林における森林インベントリーの重要性を明確に示

している。一方、本プロジェクトの C/P である DIAF 局長は、2011 年 11 月 3 日に行われた

インタビューで、REDD+への貢献が森林資源モニタリング分野における優先課題であると明
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言している。これは、コンゴ民主共和国政府が REDD+への貢献を目的とする森林資源イン

ベントリー整備を重要な国家政策として位置づけていることを示している。また、MECNT

が 2011 年 6 月に策定した PNEFEB 文書では、気候変動対策及び REDD+推進を重要な戦略の

一つとして位置づけている。 

 

・ プロジェクトデザインの適切性 

 本プロジェクトでは、パイロット地域であるバンドゥンドゥ州を対象として、衛星画像の

判読による森林基盤図の作成及び地上調査の手法確立・実施を行う。そして、これらのデー

タを保管するデータベースを構築し、モニタリング実施のための運用計画を策定する。また、

一連の作業は DIAF スタッフが中心となって実施するよう配慮し、プロジェクト終了後も

DIAF が継続してこれらの活動を実践できるよう能力強化を図る。このようなプロジェクト

のデザインは、衛星画像判読と地上調査の組み合わせに基づく森林資源モニタリング体制の

構築・実践及び関係行政スタッフの能力向上という目的を達成する上で、十分、理に適った

論理構成であると考えられる。 

 

・ 我が国の政策との整合性 

 日本政府は、世界全体で 2050 年までに温室効果ガス排出量の半減を目指すべきであるこ

と、及び、その達成のためにはすべての主要国が参加する公平かつ実効性ある国際的枠組み

を構築すべきであること、を国際社会において明確に主張している。また、気候変動対策に

関しては、途上国、とりわけ脆弱国に対し 2013 年以降も切れ目なく支援を行うこと、及び、

アフリカなど脆弱国への支援を最も重視すべきことを打ち出している。コンゴ民主共和国は

森林減少面積が大きく、1990 年以降、常に世界の上位 10 カ国の中に入っている。しかし、

ポスト紛争国であり、気候変動対策を行うには資金力・技術力ともに不十分である。このよ

うな温室効果ガスを比較的多く排出するアフリカの脆弱国に対する技術支援は、我が国の政

策と合致する。 

５－１－２ 有効性 

・ 提案計画の活用目標（協力終了後に達成が期待される目標）の達成見込み 

本プロジェクトでは、バンドゥンドゥ州の森林基盤図作成を通じて地理情報課のスタッフ

が衛星画像解析技術を習得し（アウトプット 1）、地上調査作業を通じて森林インベントリ

ー課・森林整備課のスタッフが地上調査手法を習得する（アウトプット 2）。同時に、彼ら

はプロジェクトを通じて構築されたデータベースにこれらのデータを入力する（アウトプッ

ト 3）。さらに、プロジェクトでは、衛星画像解析・地上調査・データ入力をどのように実

施していくのかという運営計画を策定する（アウトプット 4）。従って、運営計画が適切に

策定されるならば、画像解析・地上調査・データベース操作を習得した DIAF スタッフが、

計画に基づいてこれらの作業を継続的に行い、森林資源モニタリングを適切に実施していく

ことは十分に可能である。このため、「提案計画の活用目標」を達成する見込みは高いと言

える。 
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・ プロジェクトの有効性に対する促進・阻害要因 

「提案計画の活用目標」を達成するための外部条件としては、(1) DIAF スタッフがプロジ

ェクト終了後も継続的に当該業務に従事すること、(2) 治安状況が悪化せず地上調査が実施

可能であること、の二点が特に重要となる。(1)は MECNT の人事制度等に関わる課題である

が、JICA 側からも DIAF スタッフへのインセンティブについて働きかけを行うことが望まれ

る。(2)については、阻害要因としてプロジェクト実施中も注視する必要がある。 

５－１－３ 効率性 

・ 日本人調査団の投入 

本プロジェクトの技術分野は、衛星画像解析、GIS/データベース、森林調査・インベント

リーの三分野であるが、各々の分野について、当該専門家が通年を通して現地に滞在するの

ではなく、必要に応じて日本人専門家の派遣を行う。このため、すべての技術分野を支援し

つつ、物理的な投入量は低く抑えることができる。 

 

・ 環境プログラム無償との連携 

本プロジェクトで使用する衛星画像解析機材・衛星画像及び地上調査用機材は、環境プロ

グラム無償によって供与されるものである。無償資金協力と技術協力プロジェクトとの連携

により、本プロジェクトでは効率的に成果を産出することができる。 

 

・ 他の開発援助機関との連携 

コンゴ民主共和国における森林資源モニタリング分野では、多数の開発援助機関が DIAF

への支援を表明している。現在のところ、組織間での調整は行われていないが、方法論の共

有及び対象地域の分担が実現するならば、各組織の投入は少なくとも、全体としては纏まっ

た成果を産出することができる。但し、これが実現するためには組織間協調が不可欠であり、

協調が不十分である場合には複数の開発援助機関が同様な成果物を生産するなど却って効

率性を損なう可能性もある。 

５－１－４ インパクト 

・「（提案計画の）活用による達成目標」の達成見込み、及び外部条件・阻害要因 

本プロジェクトにおける「（提案計画の）活用による達成目標」とは、森林資源モニタリ

ング実施により得られた情報を用いて持続的な森林経営が実践され、REDD+が促進されるこ

とである。持続的な森林経営の実施に際しては経営計画策定の基礎となる森林資源量の把握

が不可欠であり、REDD+の実施に際しては炭素蓄積変化量の把握が不可欠である。これらの

情報は、森林資源モニタリングによって提供されることから、森林資源モニタリングの実施

は持続的な森林経営及び REDD+促進の一条件として位置づけられる。 

持続的森林経営を実施するためには、このほか、土地利用転換・大規模伐採の禁止などの

適切な森林政策、予算・人材・技術をはじめとする森林行政による森林政策遂行能力、地域

住民・木材伐採企業などのアクターによる持続的な森林経営への認知等の条件も不可欠であ

る。一方、REDD+推進のためには、適切な森林資源モニタリングに加え、REDD+事業実施

主体及び投資家の存在が不可欠である。さらに、コンゴ民主共和国の文脈においては、良好
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な治安状況も外部条件に加わる。これらの条件が満たされることによって、「（提案計画の）

活用による達成目標」は達成されると考えられる。 

 

・ 負のインパクト 

現時点において、本プロジェクト実施による負のインパクトは予想されない。 

５－１－５ 持続性 

・ 政策・組織面 

持続的な森林経営及び REDD+は、コンゴ民主共和国に限らず、森林政策の国際的趨勢で

あり、当面、これらの政策が方向転換されることは見込まれない。国内においては、2002 年

森林法において持続的森林経営が盛り込まれ、2009 年首相令によって REDD+推進が具体的

に規定されている。 

DIAF には、衛星画像分析・データベース構築を担当する地理情報課及び森林調査・イン

ベントリーを担当する森林インベントリー課・森林整備課があり、各課とも、一定数のポス

トが確保されている。 

 

・ 財政面 

コンゴ民主共和国政府は積極的に REDD+プログラムに参画しており、現在、UN-REDD、

FCPF、FIP からの資金支援を受けている。国際社会から見ると、コンゴ民主共和国はアフリ

カ最大の森林資源大国であり、REDD+事業のポテンシャルが大きい。このように両者の利害

が一致することから、コンゴ民主共和国 に対する REDD+関連資金の供与は今後も継続する

とみられる。 

 

・ 技術面 

衛星画像解析については、現在のところ分析技術を持ったスタッフは皆無である。このた

め、技術移転は画像解析ソフトウェアの使用方法から取り組む必要がある。今回、本プロジ

ェクトに先立って実施されている環境プロジェクト無償では、初期研修コンポーネントも含

まれ、この中で画像解析の基礎的事項については研修が実施されることとなっている。本プ

ロジェクトにおける技術移転は、この研修を引き継ぐ形で実施されることから、担当スタッ

フが一定水準の分析技術を習得することは十分に可能であると考えられる。また、リモート

センシング、GIS、データベースの各コンポーネントを一通り研修し、各スタッフの総合的

なスキル向上を図ることで、地理情報課全体としてのスキルアップにもつながると推量され

る。 

森林調査及び森林インベントリーについては、既に ITTO やドナーによって研修が行われ、

担当スタッフは一定水準の技術を習得している。本プロジェクトにおいて採用される森林調

査・インベントリー技術は、基本的にこれまでの内容と大差はないことから、技術水準を維

持することは十分に可能であると考えられる。 
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５－２ モニタリングと評価 

 プロジェクト実施期間中は合同調整委員会を毎年一回以上開催し、プロジェクトの進捗状況を

モニタリングする。評価については、プロジェクト終了の約半年前に終了時評価を実施し、終了

後の対応について具体的な方向性を示す必要がある。 

 

５－３ 評価結果総括 

 本プロジェクトは、持続的な森林経営及び REDD+を推進する上で必要不可欠な森林インベン

トリーを整備するものであり、且つ、森林インベントリーの整備を管轄する DIAF の技術的ニー

ズに直接応えるものであることから、プロジェクト実施の妥当性は極めて高いと言える。また、

森林資源の地上調査は比較的治安状況の良いバンドゥンドゥ州に限って実施するため、衛星画像

データと併せ、包括的な森林資源モニタリング体制を整備することは十分に実現可能であり、有

効性も高いと認められる。このため、調査団としては本プロジェクトの実施意義は高いものと結

論づける。 
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